
評価規準の作成のための参考資料

(小学校)

平成22年11月

国立教育政策研究所

教育課程研究センター



評価規準の作成のための参考資料

はじめに

平成 20年 3月に告示された小学校学習指導要領が,いよいよ平成 23年

度から全面実施されます｡

新 しい学習指導要領のねらいを実現するためには,各学校における児童や

地域の実態等に応 じた適切な教育課程の編成 ･実施,指導方法等の工夫が重

要です｡また,学習指導要領に示す内容が児童一人一人に確実に身に付いて

いるかどうかを適切に評価 し,その後の学習指導の改善に生かしていくとと

もに学校の教育活動全体の改善に結び付けていくことが重要です｡

この新しい学習指導要領の下での学習評価については,平成 22年 3月の

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告では,目標に準拠した

評価を着実に実施することとされています｡

国立教育政策研究所教育課程研究センターにおいては,この報告を受け,

平成 22年5月から,評価規準,評価方法等の工夫改善に関する調査研究を

開始 し,このたび,その成果をとりまとめ本資料を作成 しました｡

本資料は,各学校において評価規準を設定する際の参考として役立ててい

ただくことを目的として,学習指導要領の各教科等の目標,学年 (分野)別

の目標及び内容,文部科学省の学習評価及び指導要録の改善通知に示された

評価の観点及びその趣旨等を踏まえ,評価規準に盛 り込むべき事項及び評価

規準の設定例を示しています｡

各学校におかれては,本資料や,都道府県教育委員会等の示す評価に関す

る資料を参考としながら評価規準を設定し,観点別学習状況の評価を適切に

行 うことを期待します｡

最後に,本調査研究協力者の方々をはじめとして本書の作成にご協力くだ

さった方々に心から感謝の意を表 します｡

平成22年 11月

国 立 教 育 政 策 研 究 所

教育課程研究センター長

神 代 浩
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第 1編 総 説

第 1章 学習評価の在り方について

1 現行学習指導要領の下での学習評価

平成 10年に告示された現行の学習指導要領 (以下 ｢現行学習指導要領｣

という｡)は,完全学校週 5日制の下,①基礎 ･基本を確実に身に付け,

いかに社会が変化しようと,自ら課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主

体的に判断し,行動し,よりよく問題を解決する資質や能力,②自らを律

しつつ,他人とともに協調し,他人を思いやる心や感動する心などの豊か

な人間性,③たくましく生きるための健康や体力など ｢生きる力｣を育成

することを基本的なねらいとしている｡

このようなねらいを実現するための児童生徒の学習の評価の在 り方につ

いて,平成 12年 12月に,教育課程審議会から ｢児童生徒の学習と教育

課程の実施状況の評価の在 り方について｣ の答申が出された｡

同答申においては,観点別学習状況の評価を基本とする従前の評価方法

を発展させ,目標に準拠した評価を一層重視するとの基本的な考え方に立

ち,指導要録における各教科の学習の記録の取扱いについて,観点別学習

状況を評価の基本とすることを維持するとともに,評定を目標に準拠した

評価に改めることとされた｡また,児童生徒一人一人のよさや可能性,進

歩の状況などを積極的に評価していく観点から,新設された ｢総合所見及

び指導上参考となる諸事項｣の欄において,個人内評価を一層充実してい

くこととされた｡

同答申における ｢指導要録の取扱い｣の主な内容は,以下のとおりであ

る｡

○ 現行学習指導要領の下においても,目標に準拠した評価である観点別
学習状況の評価を基本とし,従前の四つの観点により,実現の状況を3

段階で評価することを基本的に維持すること｡

○ 評定については,従前の指導要録の考え方を更に発展させ,観点別学
習状況の評価の場合と同様,目標に準拠した評価に改め,また,従前と

同様に,小学校第3学年以上において3段階,中学校の必修教科におい

ては5段階で行 うこと｡

同答申を受け,文部科学省においては,各学校の指導要録の作成の参考

となるよう,現行学習指導要領の下での指導要録に記載する事項等をとり

まとめ,平成 13年4月に ｢小学校児童指導要録,中学校生徒指導票録,
高等学校生徒指導要録,中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校

及び養護学校の小学部児童指導要録,中学部生徒指導要録及び高等部生徒

指導要録の改善等について｣の通知 (以下 ｢指導要録の改善通知｣という｡)
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を発出した｡指導要録の改善通知における各教科及び総合的な学習の時間

についての主な改正内容は,以下のとおりである｡

○ 各教科の評定について,学習指導要領に示す基礎的 ･基本的な内容の

確実な習得を図るなどの観点から,学習指導要領に示す目標に照らして

その実現状況を評価することに改める｡

O ｢総合的な学習の時間｣について,各学校で評価の観点を定めて,評

価を文章記述する欄を新たに設ける｡

平成 15年 10月に,中央教育審議会から出された ｢初等中等教育にお

ける当面の教育課程及び指導の充実 ･改善方策について｣の答申を踏まえ,

同年 12月に学習指導要領が一部改正された｡

総合的な学習の時間については,各学校において,総合的な学習の時間

の目標及び内容を定めるとともに,当該目標及び内容,育てようとする資

質や能力及び態度,学習活動,指導方法や指導体制,学習の評価の計画な

どを示す全体計画を作成することなどが学習指導要領の総則に明記され

た｡
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2 新学習指導要領の趣旨を反映した学習評価の基本的な考え方

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会においては,教育基本

法等の改正を踏まえ,学習指導要領全体の見直しを羊ついて審議が行われ,
平成 20年 1月に ｢幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校

の学習指導要領等の改善について｣の答申が出された｡

同答申に基づき,平成 20年に告示された新 しい学習指導要領 (以下 ｢新

学習指導要領｣という｡)においては,｢生きる力｣ をはぐくむことが引

き続き重要であることが明確にされた｡

また,同答申では,学習評価の改善について ｢学校や教師は指導の説明

責任だけではなく,指導の結果責任も問われていることを前提としつつ,

評価の観点並びにそれぞれの観点の評価の考え方,設定する評価規準,評

価方法及び評価時期等について,今回の学習指導要領改訂の基本的な考え

方を踏まえ,より一層簡素で効率的な学習評価が実施できるような枠組み

について,更に専門的な観点から検討を行 う｣ こととされた｡

これを受け,教育課程部会の下に児童生徒の学習評価の在 り方に関する

ワーキンググループが設置され,平成 22年2月.に教育課程部会において

中間まとめが報告された｡さらに,一般の方々からの意見聴取等も踏まえ,

引き続き審議が行われ,教育課程部会において平成 22年 3月に ｢児童生

徒の学習評価の在 り方について｣の報告 (以下 ｢報告｣という｡)がとり

まとめられた｡

報告では,学習評価の改善に係る3つの基本的な考え方が示された｡∨

○ 目標に準拠した評価による観点別学習状況の評価や評定の着実な実施

○ 学力の重要な要素を示した新学習指導要領等の趣旨の反映

○ 学校や設置者の創意工夫を生かす現場主義を重視した学習評価の推進

新学習指導要領の下での学習評価については,児童生徒の ｢生きる力｣

の育成をめざし,児童生徒一人一人の資質や能力をより確かにはぐくむよ

うにするため,目標に照らしてその実現状況をみる評価を着実に実施 し,

児童生徒一人一人の進歩の状況や教科の目標の実現状況を的確に把握し,

学習指導の改善に生かすことが重要であるとともに,学習指導要領に示す

内容が確実に身に付いたかどうかの評価を行 うことが重要である｡

また,今回の観点別学習状況Oj評価の改善は,特に,｢学力の重要な要

素を示 した新学習指導要領等の趣旨の反映｣(同報告)と関連している｡

学校教育法の一部改正を受けて改訂された新学習指導要領の総則に示され

た学力の3つの要素を踏まえて,評価の観点に関する考え方が整理された

結果,これまでの観点の構成と比べると,｢思考 ･判断｣ が ｢思考 ･判断

･表現｣ となり,｢技能 ･表現｣が ｢技能｣として設定されることとなっ

た｡

さらに,各学校や設置者の創意工夫を一層生かしていくことが求められ

ており,各学校では,組織的な取組を推進し,学習評価の妥当性,信頼性

等を高めることが重要である｡
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3 新学習指導要領の下での指導要録における観点別学習状況,評定及び特

別活動の記録

文部科学省においては,新学習指導要領の下での指導要録の作成の参考

となるよう,平成 22年 5月 11日付けで初等中等教育局長から｢小学校,

中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指

導要録等の改善について (通知)｣(以下 ｢学習評価及び指導要録の改善

通知｣ という｡)を発出した｡

学習評価及び指導要録の改善通知においては,前述の報告を受け,各設

置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考

となるよう,学習評価を行 うに当たっての配慮事項や,指導要録に記載す

る事項として,小学校,中学校ごとに各教科の学習の記録,特別活動の記

録など各欄の記入方法等が示されるとともに,各学校における指導要録の

作成に当たっての配慮事項等が示されている｡ その主な内容は以下のとお

りである｡

(1)学習評価の改善に関する基本的な考え方について

学習評価を通 じて,学習指導の在 り方を見直すことや個に応 じた指導

の充実を図ること,学校における教育活動を組織として改善することが

重要であり,新学習指導要領の下での学習評価の改善を図っていくため

には以下の基本的な考え方に沿って学習評価を行 うことが必要である｡

① きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を

図るため,学習指導要領に示す 目標に照らしてその実現状況を評価す

る,目標に準拠 した評価を引き続き着実に実施すること｡

② 新学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映

すること｡

③ 学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと｡

(2)学習評価における観点について

新学習指導要領を踏まえ,｢関心 ･意欲 ･態度｣,｢思考 ･判断 ･表現｣,
｢技能｣及び ｢知識 ･理解｣に評価の観点を整理し,各教科の特性に応

じて観点を示 しており,設置者や学校においては,これに基づく適切な

観点を設定する必要がある｡

学習評価及び指導要録の改善通知に示された評価の観点の趣旨につい

ては以下のように整理することができる｡

① ｢関心 ･意欲 ･′態度｣

｢関心 ･意欲 ･態度｣ の観点は,これまでと同様,各教科の学習に

即した関心や意欲,学習-の態度等を対象としたものであり,その趣

旨に変更はない｡

② ｢思考 ･判断 ･表現｣

｢思考 ･判断 ･表現｣の観点のうち｢表現｣については,基礎的 ･
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基本的な知識 ･技能を活用しつつ,各教科の内容に即して考えたり,

判断したりしたことを,児童生徒の説明 ･論述 ･討論などの言語活動

等を通じて評価することを意味している｡

つまり ｢表現｣ とは,これまでの ｢技能 ･表現｣で評価されていた

｢表現｣ではなく,思考 ･判断した過程や結果を言語活動等を通じて

児童生徒がどのように表出しているかを内容としている｡

③ ｢技能｣

｢技能｣の観点では,従前の ｢技能 ･表現｣が対象としていた内容

を引き継ぐことになる｡ これまで ｢技能 ･表現｣について椋,たとえ

ば社会科では資料から情報を収集 ･選択して,読み取ったりする ｢技

能｣と,それらを用いて図表や作品などにまとめたりする際の ｢表現｣

とをまとめて ｢技能 ･表現｣ として評価してきた｡

今回の改訂で設定された ｢技能｣ については,これまで ｢技能 ･表

現｣として評価されていた ｢表現｣をも含む観点として設定されるこ

ととなった｡

④ ｢知識 ･理解｣

｢知識 ･理解｣の観点は,これまでと同様,各教科において習得 し

た知識や重要な概念を習得 しているかどうかを内容としたものであ

り,その趣旨に変更はない｡

学習評価及び指導要録の改善通知においては,各設置者が観点を設定す

る際に参考となるよう,各教科の評価の観点及びその趣旨並びにそれらを

学年別 (又は分野別)に示したものが提示されている｡観点及びその趣旨

等は,これまでと同様,各学校における評価規準の工夫 ･改善を図る際に

も参考となるものである｡
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(3)観点別学習状況及び評定の記入方法について

学習評価及び指導要録の改善通知に示された小学校児童指導要録及び

中学校生徒指導要録における観点別学習状況及び評定の記入方法は,吹

のとおりである｡

【小学校児童指導要録】

[各教科の学習の記録]

Ⅰ 観点別学習状況

新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を

観点ごとに評価し,次のように区別して記入する｡

｢十分満足できる｣ 状況と判断されるもの :A

｢おおむね満足できる｣ 状況と判断されるもの :B

｢努力を要する｣状況と判断されるもの :C
Ⅱ 評定 (第3学年以上)

新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を

総括的に評価し,次のように区別して記入する｡

｢十分満足できる｣ 状況と判断されるもの :3

｢おおむね満足できる｣状況と判断されるもの :2

｢努力を要する｣状況と判断されるもの :1

【中学校生徒指導要録】

(学習指導要領に示す必修教科の取扱いは次のとおり)

[各教科の学習の記録]

Ⅰ 観点別学習状況 (小学校児童指導要録と同じ)

新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を

観点ごとに評価 し,次のように区別して記入する｡

｢十分満足できる｣ 状況と判断されるもの :A

｢おおむね満足できる｣状況と判断されるもの :B

｢努力を要する｣状況と判断されるもの :C
Ⅱ 評定

新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を

総括的に評価し,次のように区別 して記入する｡

｢十分満足できるもののうち,特に程度が高い｣状況と判断される

もの :5

｢十分満足できる｣状況と判断されるもの :4

｢おおむね満足できる｣ 状況と判断されるもの :3

｢努力を要する｣状況と判断されるもの :2

｢一層努力を要する｣状況と判断されるもの :1
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(4)特別活動について

学習評価及び指導要録の改善通知には,学習指導要領の目標及び特別

活動の特質等に沿って,各学校において評価の観点を定めることができ

るようにすることとし,各活動 ･学校行事ごとに評価することが示され

ている｡

また,特別活動の記録の記入方法は,各学校が自ら定めた特別活動全

体に係る評価の観点を記入 した上で,各活動 ･学校行事ごとに,評価の

観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に,

○印を記入することが示されている｡
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第 2章 評価規準の設定等について

1 評価規準の設定について

平成 3年 3月に文部第が発出した ｢小学校児童指導要録,中学校生徒指
導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中学

部生徒指導要録の改訂について｣の通知では,観点別学習状況の評価が効

果的に行われるようにするために,｢評価規準を設定するなどの工夫を行

うこと｣とし,学習指導要領に示す目標の実現の状況を判断するためのよ

りどころを意味するものとして,｢評価規準｣の概念を導入 した｡このこ

とは,平成元年改訂の学習指導要領において,基礎∴基本を重視し,自ら

学ぶ意欲や思考力,判断力,表現力などの資質や能力の育成を重視すると

いう ｢新しい学力観｣ の趣旨を踏まえて,児童生徒が自ら獲得し身に付け

た資質や能力の質的な面の評価を目指したことによるものである｡ (※ 1)

平成 13年4月に文部科学省が発出した指導要録の改善通知では,各学

校において,評価が効果的に行われるようにするため,各教科の評価の観

点及びその趣旨を参考として,評価規準の工夫 ･改善を図ることが望まれ

ると示したところである｡

国立教育政策研究所においては,各学校において,評価規準の工夫 ･改

善に資するよう,平成 14年 2月に ｢評価規準の作成,評価方法の工夫改

善のための参考資料｣ を作成した｡

そして,平成 20年告示の学習指導要領の下で行われる評価について,

平成 22年3月の報告を受け,本センターでは,各学校における児童生徒

の学習の効果的 ･効率的な評価に資するため､同年 5月から,教科等ごと

に,評価規準,評価方法等の工夫改善に関する調査研究を行い,同年 11

月に本資料をとりまとめた｡

2 資料の構成等について

(1)第2編の資料の構成について

｢第2編 各教科及び特別活動における評価規準に盛 り込むべき事項

等｣の構成は以下のとおりである｡

･各教科の構成

原則として,教科ごとに次のような内容から構成されている｡

第 1 教科目標,評価の観点及びその趣旨等

1 教科目標

2 評価の観点及びその趣旨

3 内容のまとまり
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第 2 内容のまとまりごとの評価規準に盛 り込むべき事項及び評価規準

の設定例

Ⅰ 第〇学年 (○○分野)

1 学年 目標 (分野の目標)

2 評価の観点の趣旨

3 学習指導要領の内容,内容のまとまりごとの評価規準に盛 り込む

べき事項及び評価規準の設定例

特別活動の構成

特別活動については,次の内容から構成されている｡

第 1 目標,評価の観点及びその趣旨等

1 目標

2 評価の観点及びその趣旨

3 内容のまとまり

第2 内容のまとまりごとの評価規準に盛 り込むべき事項

(2)各教科における評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況をみる評価 (目標に

準拠した評価)を着実に実施するためには,各教科の目標だけでなく,

領域や内容項目レベルの学習指導のねらいが明確になっている必要があ

る｡ そして,学習指導のねらいが児童生徒の学習状況として実現された

というのは,どのような状態になっているかが具体的に想定されている

必要がある｡

以上の考え方を踏まえ,学習評価及び指導要録の改善通知に示された

各教科の観点別学習状況の評価が効果的に行われるようにするために,

各学校において評価規準を設定する際の参考となるよう,｢評価規準に

盛 り込むべき事項及び評価規準の設定例｣ を示している｡

第 1に,学習指導要領の学年 (又は分野)目標を実現するために,各

教科の内容のまとまりごとに ｢評価規準に盛 り込むべき事項｣ を示して

いる｡

｢評価規準に盛 り込むべき事項｣は,新学習指導要領の各教科の目標,

学年(又は分野)の目標及び内容の記述をもとに,学習評価及び指導要録

の改善通知で示されている各教科の評価の観点及びその趣旨,学年(又

は分野)別の評価の観点の趣旨を踏まえて作成している｡

ここでの ｢内容のまとまり｣とは,学習指導要領に示す領域や内容項

目等をそのまとまりごとに整理したものであり,各教科における ｢内容

のまとまり｣は,次のとおりである｡
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【小学校】

教 科 内容のまとまり

国 語 ｢A話すこと .聞くこと｣｢B書くこと｣｢C読むこと｣の各領域

社 会 内容の (1),(2)...の各大項目

算 数 ｢A数と計算｣｢B量と測定｣｢C図形｣｢D数量関係｣の各領域

理 科 ｢A物質 .エネルギー｣｢B生命 .地球｣の各区分

生 活 (1)～ (9)の各項目

音 楽 ｢A表現 .歌唱｣｢A表現 .器楽｣｢A表現 .音楽づくり｣｢B鑑賞｣

図画工作 ｢A表現 .内容 (1)｣｢A表現 .内容 (2)｣｢B鑑賞｣

家 庭体 育 ｢A家族生活と家族｣,｢B日常の食事 と調理の基礎｣,｢C快適な衣服

と住まい｣,｢D身近な消費生活 と環境｣の内容の (1),(2)...

の各項目

(運動領域):｢A｣｢B｣の ...の各運動領域

【中学校】

内容のまとまり

国 語

社 会

数 学

理 科

音 楽

美 術

保健体育

技術 ･家庭

｢A話すこと ･聞くこと｣｢B書くこと｣｢C読むこと｣の各領域

地理的分野及び公民的分野については内容の (1)ア,イ ･･･の

各中項 目,歴史的分野については内容の (1),(2)･･･の各大

項目

｢A数と式｣｢B図形｣｢C関数｣｢D資料の活用｣の各領域

第 1分野及び第 2分野の内容の (1),(2)･･･の各大項目

｢A表現 ･歌唱｣｢A表現 ･器楽｣｢A表現 ･創作｣｢B鑑賞｣

｢A表現 ･内容 (1)(3)｣｢A表現 ･内容 (2)(3)｣｢B鑑賞｣

(体育分野):｢A体つくり運動上 ｢B器械運動｣･･･の各領域

(保健分野):内容の (1)～ (4)の各大項目

(技術分野):｢A材料と加工に関する技術｣,｢Bエネルギー変換に

関する技術｣,｢C生物育成に関する技術上 ｢D情報に関する技術｣

の内容の (1),(2)･･･の各項 目

(家庭分野):｢A家族 ･家庭と子どもの成長｣,｢B食生活と自立｣,

｢C衣生活 ･住生活 と自立上 ｢D身近な消費生活 と環鼻｣の内容の

(1),(2)･･･の各項目

英語 :｢聞くこと｣｢話すこと｣｢読むこと｣｢書くこと｣

第2に,各学校において単元や題材ごとの評価規準や学習活動に即 し

た評価規準を設定するに当たって参考となるよう,｢評価規準に盛 り込

むべき事項｣ をより具体化 したものを ｢評価規準の設定例｣ として示 し

ている｡

｢評価規準の設定例｣は,原則として,新学習指導要領の各教科の目
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標,学年(又は分野)の目標及び内容のほかに,当該部分の学習指導要領

解説 (文部科学省刊行)の記述をもとに作成している｡

なお,｢評価規準に盛 り込むべき事項及び評価規準の設定例｣は,評

価の観点別に ｢おおむね満足できる｣ 状況を示すものである｡

(3)特別活動の評価規準に盛 り込むべき事項

特別活動については,学習評価及び指導要録の改善通知において,評

価の観点及びその趣旨が示されている｡

これを踏まえ,小学校では, ｢学級活動 (1)｣ ｢学級活動 (2)｣

｢児童会活動｣｢クラブ活動｣｢学校行事 (1)｣～ ｢学校行事 (5)｣
をそれぞれ内容のまとまりとして,中学校では,｢学級活動 (1)｣～
｢学級活動 (3)｣｢生徒会活動｣｢学校行事 (1)｣～ ｢学校行事 (5)｣
をそれぞれ内容のまとまりとして,｢評価規準に盛 り込むべき事項｣を

示している｡

特別活動の ｢内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項｣は,

学習評価及び指導要録の改善通知において,｢各活動 ･学校行事ごとに,

評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場

合に,○印を記入する｣とされていることに対応 して,｢十分満足でき

る｣活動の状況を示した｡その記述は,原則として新学習指導要領及び

その解説 (文部科学省刊行)をもとに作成している｡
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3 各学校における学習評価の進め方及び留意点

各学校において,学習評価を行 うために評価規準を設定することは,児

童生徒の学習状況を判断する際の目安が明らかになり,指導と評価を着実

に実施することにつながる｡

また,学習評価の工夫改善を進めるに当たっては,学習評価をその後の

学習指導の改善に生かすとともに,学校における教育活動全体の改善に結

びつけることが重要である｡その際,学習指導の過程や学習の結果を継続

的,総合的に把握することが必要である｡

そのためには,評価規準を適切に設定するとともに,評価方法の工夫改

善を進めること,評価結果について教師同士で検討すること,実践事例を

着実に継承していくこと,授業研究等を通じ教師一人一人の力量の向上を

図ること等に,校長のリーダーシップの下で,学校として,組織的 ･計画

的に取り組むことが必要である｡

一方,年間指導計画を検討する際,それぞれの単元 (題材)において,

観点別学習状況の評価に係る最適の時期や方法を観点ごとに整理すること

が重要である｡これにより,評価すべき点を見落としていない かを確認す

るだけでなく,必要以上に評価機会を設けることで評価資料の収集 ･分析

に多大な時間を要するような事態を防ぐことができ,各学校において効果

的 ･効率的な学習評価を行 うことにつながると考えられる｡

自校における指導計画に基づいて,単元(題材)の目標に応 じて観点別に

評価規準を設定すること,さらに,必要に応 じて単元 (題材)の中での学

習活動に即した評価規準を設定するとともに,それらをどのような評価方

法により評価するのかを具体的に示すなど,単元 (題材)ごとに ｢指導と

評価の計画｣を作成する際には,本資料で提示 した ｢評価規準に盛 り込む

べき事項及び評価規準の設定例｣ を十分に活用していただきたい｡
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※ 1

文部省指導資料から,評価規準について解説 した部分を参考として紹介する｡

(参考)評価規準の設定 (抄)

(文部省 ｢小学校教育課程一般指導資料｣(平成 5年9月)より)

新しい指導要録 (平成 3年改訂)では,観点別学習状況の評価が効果的に行われるようにす

るために,｢各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定するなどの工夫を行 うこと｣と示されてい

ます｡

これまでの指導要録においても,観点別学習状況の評価を適切に行 うため,｢観点の趣旨を学

年別に具体化することなどについて工夫を加えることが望ましいこと｣とされており,教育委

員会や学校では目標の達成の度合いを判断するための基準や尺度などの設定について研究が行

われてきました｡

しかし,それらは,ともすれば知識 ･理解の評価が中心になりがちであり,また ｢目標を十

分達成 (+)｣,｢目標をおおむね達成(空欄)｣及び ｢達成が不十分 (-)｣ごとに詳細にわたっ

て設定され,結果としてそれを単に数量的に処理することに陥りがちであったとの指摘があり

ました｡

今回の改訂においては,学習指導要領が目指す学力観に立った教育の実践に役立っようにす

るごとを改訂方針の一つとして掲げ,各教科の目標に照らしてその実現の状況を評価する観点

別学習状況を各教科の学習の評価の基本に据えることとしました｡したがって,評価の観点に

ついても,学習指導要領に示す目標との関連を密にして設けられています｡

このように,学習指導要領が目指す学力観に立っ教育と指導要録における評価とは一体のも

のであるとの考え方に立って,各教科の目標の実現の状況を ｢関心 ･意欲 ･態度｣,｢思考 ･判

断｣,｢技能 ･表現 (又は技能)｣及び ｢知識 ･理解｣の観点ごとに適切に評価するため,｢評価

規準を設定する｣ことを明確に示しているものです｡

｢評価規準｣という用語については,先に述べたように,新しい学力観に立って子供たちが

自ら獲得し身に付けた資質や能力の質的な面,すなわち,学習指導要領の目標に基づく幅のあ

る資質や能力の育成の実現状況の評価を目指すという意味から用いたものです｡
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第2編 各教科及び特別活動における評価規準に盛り込むべき事項等

第 1章 国語

第 1 教科目標,評価の観点及びその趣旨等

1 教科目標

国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し,伝え合う力を高めるとともに,思考力や想像力及

び言語感覚を養い,国語に対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる｡

2 評価の観点及びその趣旨

国語-の関心 .意欲 .態度 話す .聞く能力 書く能力 読む能力 言語についての知識 .理解 .技能

国語で伝え合う力 相手や目的,意図 相手や目的,意図 目的に応じ,内容 伝統的な言語文化

を進んで高めると に応じ,話したり に応じ,文章を書 をとらえながら本 に触れたり,言葉

ともに,国語に対 聞いたり話し合つ き,自分の考えを や文章を読み,自 の特徴やきまり,

する関心を深め, たりし,自分の考 明確にしているo 分の考えを明確に 文字の使い方など

国語を尊重しよう えを明確にしてい しているo について理解し使

※ 国語科では,学習指導要領の内容の示し方やこれまでの実践を踏まえ,｢話す ･聞く能力｣｢書く能

力｣｢読む能力｣を,学習指導要領の内容のまとまりに合わせ,基礎的 ･基本的な知識 ･技能と ｢思考

･判断 ･表現｣とを合わせて評価する観点として位置付けた｡そこで,上記のように,｢国語-の関心

･意欲 ･態度｣｢話す ･聞く能力｣｢書く能力｣｢読む能力｣｢言語についての知識 ･理解 ･技能｣の5

観点を設定した｡

3 内容のまとまり

国語科では,学習指導要領の内容の ｢A 話すこと･聞くこと｣,｢B 書くこと｣,｢C 読むこと｣

を内容のまとまりとした｡

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕については,｢A 話すこと･聞くこと｣,｢B 書

くこと｣,｢C 読むこと｣の各内容のまとまりの中に関連する事項を含めた｡

第2 内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

Ⅰ 第1学年及び第2学年

1 学年目標

(1)相手に応じ,身近なことなどについて,事柄の順序を考えながら話す能力,大事なことを落とさな

いように聞く能力,話題に沿って話し合う能力を身に付けさせるとともに,進んで話したり問いたり

しようとする態度を育てる｡

(2)経験したことや想像したことなどについて,順序を整理し,簡単な構成を考えて文や文章を書く能

力を身に付けさせるとともに,進んで書こうとする態度を育てる｡

(3)書かれている事柄の順序や場面の様子などに気付いたり,想像を広げたりしながら読む能力を身に

付けさせるとともに,楽しんで読書しようとする態度を育てる｡
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2 第 1学年及び第2学年の評価の観点の趣旨

国語-の関心 .意欲 .態度 話す .聞く能力 書く能力 読む能力 言語についての知識 .理解 .技能

国語で伝え合う力 相手に応じ,身近 経験したことや想 書かれている事柄 伝統的な言語文化
を進んで高めると なことなどについ 像 したことなどに の順序や場面の様 に触れたり,言葉
ともに,国語に対 て,事柄の順序を ついて,順序を整 子などに気付いた の特徴やきまり,
する関心を深め, 考えながら話した 理 し,簡単な構成 り,想像を広げた 文字の使い方など
進んで話したり聞 り,大事なことを を考えて文や文章 りして本や文章を こついて理解し使
いたり書いたり, 落とさないように を書いているo 読んでいるo つたりするととも

楽しんで読書した 聞いたり,話題に こ,文字を正しく

3 学習指導要領の内容,内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

(1)｢A 話すこと･聞くこと｣
【学習指導要領の内容】

(1)話すこと･聞くことの能力を育てるため,次の事項について指導する｡

ア 身近なことや経験したことなどから話題を決め,必要な事柄を思い出すこと｡

イ 相手に応じて,話す事柄を順序立て,丁寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付けて話すこと｡

ウ 姿勢や口形,声の大きさや速さなどに注意して,はっきりした発音で話すこと｡

エ 大事なことを落とさないようにしながら,興味をもって聞くこと｡

オ 互いの話を集中して聞き,話題に沿って話し合うこと｡

･ 関連する 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む｡

(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとする｡

ア 事物の説明や経験の報告をしたり,それらを聞いて感想を述べたりすること｡

イ 尋ねたり応答したり,グループで話し合って考えを一つにまとめたりすること｡

ウ 場面に合わせてあいさつをしたり,必要なことについて身近な人と連絡をし合ったりすること(

エ 知らせたいことなどについて身近な人に紹介したり,それを聞いたりすること｡

【｢A 話すこと･聞くこと｣の評価規準に盛り込むべき事項】

国語-の関心 .意欲 .態度 話す .聞く能力 言語についての知識.理解.技能

･相手に応 じ,身近なことなど ･身近なことや経験したことな ･言葉には,事物の内容を表す

について,事柄の順序を考え どから話題を決めている○(ア) 働きや,経験したことを伝え

ながら話したり,大事なこと ･話題に合わせて,必要な事柄 る働きがあることに気付いて

を落とさないように聞いたり, を思い出している○(ア) 話したり闘いたりしているo

ようとしている○ 序立てているo(イ) ･アクセントによる語の意味の

･話したい聞きたいという願い ･丁寧な言葉と普通の言葉との 違いに気付いて話したり聞い

をもつて,進んで話したり聞 違いに気を付けて話しているo たりしているo(イ(イ))

いたりしようとしているo (イ) ･言葉には,意味による語句の

･姿勢や口形,声の大きさや速 まとまりがあることに気付い

さなどに注意して,はっきり て話したり問いたりしているo

した発音で話しているo(ウ) (イ(ウ))

･大事なことを落とさないよう ･文の中における主語と述語と

にしながら,興味をもって聞 の関係に注意して話したり聞

いているo(エ) いたりしている○(イ(A))

･互いの話を集中して聞き,請 ･敬体で書かれた文章や敬体を

題に沿って話し合っているo 用いた話し方に慣れているo
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※ 評価規準に盛り込むべき事項は,小学校学習指導要領 ･国語の ｢2 内容｣に示す ｢A話すこと･

聞くこと｣,｢B 書くこと｣,｢C 読むこと｣の (1)の指導事項及び 〔伝統的な言語文化と国語の

特質に関する事項〕に示す事項 (以下,指導事項等)に基づき作成している｡

※ 指導事項等と評価規準に盛 り込むべき事項及び評価規準の設定例との対応関係を明示するため,評

価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例の末尾には,該当する指導事項等の記号を ( )内

に示している｡(｢国語-の関心 ･意欲 ･態度｣を除く｡)

※ 上述の注記については,すべての ｢内容のまとまり｣においても同様である｡

【｢A 話すこと･聞くこと｣の評価規準の設定例】

国語-の関心 ･意欲 ･態度 話す ･聞く能力 言語についての知識･理解･技能

ア ｢事物の説明や経験の報告をしたり,それらを聞いて感想を述べたりする言語活動｣を通し

た指導

対象となる事物について,詳

しく説明したいという思いを

膨らませて話す事柄を選ぼう

としている｡

もっと聞いてみたいという思

いをもって聞き,感 じたこと

を述べようとしている｡

話したいことを様々に思い浮

かべた上で,一番伝えたいこ

とを決めて話そうとしている｡

日常生活で目にする事物や自

分がよく使っている物などか

ら,説明する必要のある事物

を選んでいる｡(ア)

対象をよく観察したり,自分

がどのように使 うのかを思い

出したりして,説明するため

に必要な事柄を挙げている｡

(ア)

どんな事物について説明する

のか,それは生活の中でどん

な役割を果たすのか,そのた

めにどんな構造になっている

のかなど,説明する事柄を順

序立てている｡(イ)

どんな言葉で話すのかを考え

た上で,学級全体の人たちに

向けて丁寧な言葉で話してい

る｡(イ)

自分が聞きたい話の内容と,

相手が伝えたい話の内容の大

事なこととを落とさないよう

にしながら聞き,感想を述べ

ている｡(エ)

家庭生活や学校生活で経験し

たことなどの中から話したい

ことを挙げ,一番話したいこ

とを決めている｡(ア)

おもしろかったことや楽しか

ったことを思い出して,ノー

トに書き出している｡(ア)

報告する内容の順序を考えた

り,それぞれの内容を時間の

経過に基づいて整理 したりし

ている｡(イ)

内容が伝わるように,発音や

話す速さに注意し,聞き手全

員に届く声の大きさで話して

いる｡(ウ)

言葉には,事物の内容を表す

働きがあることに気付いて話

したり聞いたりしている｡(イ

(ア))

主語と述語とを照応させて話

している｡(イ(A))

言葉には,経験したことを伝

える働きがあることに気付い

て話したり闘いたりしている｡

(イ(ア))
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イ ｢尋ねたり応答したり,

した指導

話し合 うことや話し合って物

事を決めていくことのよさや

楽しさを感 じながら,グルー

プの考えを一つにまとめよう

としている｡

グループで話し合って考えを一つにまとめたりする言語活動｣を通

グループで話し合 う必要のあ

る話題を決めている｡(ア)

話題について話し合 うために

必要な材料を集めたり,考え

を一つにまとめるために必要

なことを理解したりしている｡

(ア)

グループの聞き手に自分の考

えが伝わるように,順序立て

て意見を述べている｡(イ)

グループの聞き手全員に聞こ

える声の大きさで話している｡

(ウ)

考えを一つにまとめるために,

自分はどれがよいと思うかを

考えたり,自分の意見と結び

付けたりしながら聞いている｡

(コ二)

友達から出た意見を基に同じ

ものを見付けたり,似ている

ものを組み合わせたりして,

グループの意見をまとめなが

ら話合いを進めている｡(オ)

話し合って考えを一つにまと

めるために大切なことについ

て,振り返って確かめている｡

(オ)

･言葉には,同義語,類義語,対

義語など,意味による語句の

まとまりがあることに気付い

て話したり闘いたりしている｡

(イ(ウ))

ウ ｢場面に合わせてあいさつをしたり,必要なことについて身近な人と連絡をし合ったりする

言語活動｣を通した指導

あいさつが必要な場面で,日

常的にあいさつをしようとし

ている｡

正確に伝えたり問いたりする

ことの大切さを感 じて,大事

なことを落とさないように連

絡したり,聞いたことをメモ

したりしようとしている｡

日常生活の中のいろいろな場

面に応 じたあいさつの言葉を

選んでいる｡(イ)

相手に応じて,丁寧な言葉と

普通の言葉との違いに気を付

けてあいさつをしている｡(イ)

連絡する必要のある事柄を思

い出し,相手に対して伝える

内容を決めている｡(ア)

学習や学校行事,催 し物など

についての説明を聞き,目時

や場所,持ち物など必要な事

柄をノー トにメモしている｡

自分が取ったメモを基に,拷

ち物や催し物などについて,

はっきりした発音で友達に連

絡している｡(ウ)

相手や場に応 じて言葉の使い

方が変わることを意識 し,請

している｡ (イ(キ))

同音の語でもアクセン トによ

って意味が異なる場合がある

ことに気付いて話 したり聞い

たりしている｡(イ(イ))
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________一日 ____I___________I___L ______________________________1-_____________________________

エ ｢知らせたいことなどについて身近な人に紹介したり,それを問いたりする言語活動｣を通

した指導

身近な出来事や事物の中から

自分が一番紹介したい事柄を

見付けたり,紹介の仕方を工

夫したりしようとしている｡

相手が紹介することについて

聞きたい,質問してみたいと

いった期待や願いをもって聞

こうとしている｡

自分が興味を抱いたり,楽し

く感 じたり,好ましく思った

りした事物を思い出し,身近

な人に紹介したい話題を決め

ている｡(ア)

紹介する内容が伝わるように,

事物の様子や時間,場所など

必要な事柄を挙げている｡(ア)

何について紹介するか,どの

ようなものか,それについて

自分はどう思っているかなど,

話の組立てを考えている｡(イ)

紹介する内容について,時間

的な順序や紹介したい事柄の

順序を考えている｡(イ)

紹介する際に用いる言葉を繰

り返し声に出して確かめなが

ら,内容がより具体的に伝わ

る言葉遣いを考えている｡(イ)

聞き手に紹介したい事柄が伝

わるよう,姿勢や口形,声の

大きさや速さに注意して,は

っきりした発音で話している｡

(ウ)

相手が紹介 したい事柄の大事

なことと,自分が聞きたい事

柄の大事なこととを落とさな

いように聞き,質問したり感

想を述べたりしている｡(ェ)

気持ちを表す語句や色,大き

さ,形を表す語句など,意味

による語句のまとまりがある

ことに気付いて話 したり聞い

たりしている｡(イ(ウ))

※ 評価規準の設定例は,指導事項等に ｢2 内容｣(2)に示す言語活動例を組み合わせることを基本

として例示したものである｡

※ 評価規準の設定例は,できるだけ多様な指導事項等を取り上げて例示している｡各学校において単

元の評価規準を設定する際は,児童の実態や年間指導計画等の見通しの基に重点化して取り上げるこ

ととなる｡

※ 上述の注記については,すべての ｢内容のまとまり｣においても同様である｡

(2)｢B 書くこと｣

【学習指導要領の内容】

(1)書くことの能力を育てるため,次の事項について指導する｡

ア 経験したことや想像したことなどから書くことを決め,書こうとする題材に必要な事柄を集め

ること｡

イ 自分の考えが明確になるように,事柄の順序に沿って簡単な構成を考えること｡

ウ 語と語や文と文との続き方に注意しながら,つながりのある文や文章を書くこと｡

エ 文章を読み返す習慣を付けるとともに,間違いなどに気付き,正すこと｡

オ 書いたものを読み合い,よいところを見付けて感想を伝え合うこと｡

･ 関連する 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む｡

(2) (1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導するものとするO

､ア 想像したことなどを文章に書くこと｡

イ 経験したことを報告する文章や観察したことを記録する文章などを書くこと｡
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ウ 身近な事物を簡単に説明する文章などを書くこと｡

エ 紹介したいことをメモにまとめたり,文章に害いたりすること｡

オ 伝えたいことを簡単な手紙に書くこと｡

【｢B 書くこと｣の評価規準に盛り込むべき事項】

国語-の関心 .意欲 .態度 書く能力 言語についての知識.理解.技能

･経験したことや想像したこと ･経験したことや想像したこと ･言葉には,事物の内容を表す

などについて,順序を整理し, などから書くことを決めてい 働きや,経験したことを伝え

簡単な構成を考えて文や文章 る○(ア) る働きがあることに気付いて

を書こうとしているo ･書こうとする題材に必要な事 文や文章を書いているD(イ

･自分の思いを書いて伝えるこ 柄を集めているo(ア) (ア))

とのよさを見付けたり楽しさ ･自分の考えが明確になるよう ･言葉には,意味による語句の

を感 じたりしながら,進んで に,事柄の順序に沿って簡単 まとまりがあることに気付い

書こうとしているo な構成を考えている○(イ) て文や文章を書いている○(イ

･語と語や文と文との続き方に (中一

注意しながら,つながりのあ ･長音,物音,促音,楼音の表

る文や文章を書いている○(ウ) 記ができ,助詞の ｢は｣,｢-｣

･文章を読み返す習慣を付ける 及び ｢を｣を文の中で正しく

とともに,間違いなどに気付 使っているo(イ(エ))

き,正しているo(エ) ･句読点の打ち方や,かぎ(｢ ｣)

･書いたものを読み合い,よい の使い方を理解 して文章の中

ところを見付けて感想を伝え で使っているo(イ(オ))

合っているo(オ) ･文の中における主語と述語との関係に注意して文や文章を書いている○(イ(カ))･敬体で書かれた文章に慣れ,敬体で書いているo(イ(キ))･平仮名及び片仮名を正しく書いたり,片仮名で書く語の種類を理解 して文や文章の中で使ったりしているo(ウ(ア))･第 1学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使っているo(第 1学年)(ウ(イリ..第 1学年に配当されている漢字を書き,文や文章の中で使うとともに,第2学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使っている○(第2学年)(ウ(ウ))[書写]･姿勢や筆記具の持ち方を正しくし,文字の形に注意しながら,丁寧に書いているo(ア)･点画の長短や方向,.接し方や交わり方などに注意して,筆順に従って文字を正しく書いている○(イ)
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【｢B 書くこと｣の評価規準の設定例】

国語-の関心 ･意欲 ･態度 書く能力 言語についての知識･理解･技能

ア ｢想像したことなどを文章に書く言語活動｣を通した指導

想像したことを基にして,物

語を書いたり,書き換えたり,

続きを害いたりしようとして

いる｡

想像したことを手掛かりにし

て,場面や登場人物を決めて

いる｡(ア)

絵を見て,想像を膨らませな

がら,事柄の順序に沿って話

の筋を考えている｡(イ)

場面の様子がよく分かるよう

に人物の行動や会話のつなが

りを考えて書いている｡(ウ)

自分や友達が書いた物語のお

もしろいところを見付けなが

ら読んでいる｡(オ)

友達が書いた物語を読んで,

一番おもしろかったところを

伝えている｡(オ)

会話文に用いるなど,かぎ

(｢ ｣)の使い方を理解し,
自分が書く文章の中で使って

いる｡(イ(オ))

平仮名や片仮名を正しく書い

ている｡(ウ(ア))

擬声語,外国の地名や人名,

外来語など,､片仮名で書く語

の種類を理解 し,文や文章の

中で使っている｡(ウ(ア))

イ ｢経験したことを報告する文章や観察したことを記録する文章などを書く言語活動｣を通し

た指導

発見したことや不思議に思っ

たことなどを知らせたいとい

う思いを膨らませ,経験した

ことを報告する文章を書こう

としている｡

書いた文章を読んでもらうこ

とで,書くことのよさを実感

し,さらによりよく書こうと

している｡

観察したことやその時に感 じ

たことを記録することのよさ

を味わいながら,正確に記録

しようとしている｡

学級や学校,家庭や地域など

で経験したことの中から,報

告したい事柄を選び,報告す

る相手を決めている｡(ア)

経験したことを書くために必

要な事柄を,時間の経過や経

験した内容,その時感じたこ

となどに注意して思い出して

いる｡(ア)

どんな経験について報告する

のか,経験の内容はどのよう

なものだったか,その経験を

通してどんなことを感じたり

考えたりしたかなど,文章の

構成を考えている｡(イ)

経験したことが伝わるように,

順序を表す言葉や,集めた材

料と材料とをつなぐ言葉や文

を用いて,報告する文章を書

いている｡(ウ)

書いた文章を読み合い,書き

手が報告したいことがよく伝

わってくる文を見付けたり,

その文を基にして読んだ感想

を伝えたりしている｡(オ)

観察したことの中から発見し

たことや印象に残ったことを

見付けている｡(ア)

観察して分かったことや感じ

言葉には,自分が経験したこ

とを表現したり伝えたりする

働きがあることに気付いて文

章を書いている｡(イ(ア))

第 1学年に配当されている漢

字を漸次書き,文や文章の中

で使っている｡(第,1学年)(ウ

日日

第 1学年に配当されている漢

字を書き,文や文章の中で使

うとともに,第2学年に配当

されている漢字を漸次書き,

文や文章の中で使っている｡

(第2学年)(ウ(ウ))

のばす音 (長音),ねじれる音

(物音),つまる音 (促音),

はねる音 (擬音)の表記がで

き,文の中で使っている｡(イ
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たことなどを,その場で短い

文や箇条書きでメモしている｡

(ア)

記録するために集めた事柄を,

観察した時間の経過や観察し

た対象のまとまりに即して並

べている｡(イ)

観察対象,観察内容の記録,

観察して感 じたことなど,記

録文の構成を考えているO(イ)

時間の経過や観察対象の場所

や様子が伝わるよう,順序や

時間の経過が分かる言葉や大

きさ,形状,色などの描写に

気を付けて事実を記録する文

章を書いている｡(ウ)

観察したことやその時の感想

が正確に記録できたかを確か

めるために,書いた文章を読

み返している｡(エ)

書いた文章を読み合い,書き

手の気付きのよさを見付けて

いる｡(オ)

互いの書いた記録を読み合い,

観察対象について改めて気付

いたことなどを伝えている｡

(オ)

(エ))

助詞の ｢は｣,｢-｣及び ｢を｣
を文の中で正しく使っている｡

(イ(ェ))

ウ ｢身近な事物を簡単に説明する文章などを書く言語活動｣を通した指導

自分の身近にあるお気に入り

の物の特徴をつかみ,それを

読み手にも伝えたいという願

いをもって書こうとしている｡

学校生活や自分が大切にして

いる物の中から,説明したい

ものを決めている｡(ア)

自分が説明したい事物を詳し

く見たり,動かしたりしなが

ら特徴を見付けている｡(ア)

何を説明しようとしているの

か,説明対象の特徴はどのよ

うなものか,それについて自

分はどう思っているのかなど

の説明の順序を考えている｡

(イ)

伝えたい物の特徴や動きなど

が伝わるように,様子を表す

のにふさわしい言葉を用いて

書いている｡(ウ)

自分が書いた文章を読み返し,

間違いなどに気付き,正して

いる｡(エ)

言葉には,事物の内容を表す

働きがあることに気付いて文

章を書いている｡(イ(ア))

文末に句点を打って,文を書

いている｡(イ(オ))

文頭の接続詞の後,主語の後,

従属節の後,並列する語の後

などに読点を打つことで意味

が伝わりやすくなることを理

解し,文や文章を書く際に使

っている｡(イ(わ)

主語と述語とを照応させて文

を書いている｡(イ(カ))

エ ｢紹介したいことをメモにまとめたり,文章に苦いたりする言語活動｣を通した指導

日常生活の中から一番紹介し

たいことを選び,読み手に詳

しく伝えたいという思いをも

好きな人物やお気に入 りの遊

びなど,日常生活の中から紹

介したいことを決めている｡

物の名前を表す語句,気持ち

を表す語句など,意味による

語句のまとまりがあることに
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トの作成,発表といった学習活動を通して評価すること

が考えられる｡その際,授業中の挙手や発言の回数と

いった表面的な状況のみに着目することにならないよ

う留意する必要がある｡

○ 各教科が対象としている学習内容に関心をもち,自

ら課題に取り組もうとする意欲や態度をはぐくむこと

は,他の観点に係る資質や能力の定着に密接に関係

するものである｡教師の指導により,学習意欲の向上

はみられたものの,その他の観点について目標の実現

に至っていない場合は,学習指導の一層の充実を図

ることが重要である｡その際,個人内評価を積極的に

活用し児童生徒の学習を励ますことも有効である｡

(5) 各教科における評価の観点に関する考え方

○ 以上のことに加え,教科の特性やこれまでの実践の
蓄積を踏まえ,次のような基本的な考え方に基づいた

評価の観点の整理が適当である｡

(各教科における評価の観点に関する基本的な考え方)

○ 基本的には,既に述べたとおり,各教科の観点を,
基礎的･基本的な知識･技能(｢知識･理解｣及び｢技

能｣),思考力･判断力･表現力等 (｢思考･判断･表

現｣)及び主体的に学習に取り組む態度(｢関心･意欲

･態度｣)に対応させ整理することが適当である｡

○ その際,基礎的･基本的な知識･技能に関する観点

(｢知識･理解｣及び｢技能｣)について,教科の特性に

応じ,知識と技能に関する観点を分けて示すことも適

当であるo

O ｢思考･判断･表現｣については,各教科の目標や内
容を踏まえ当該教科において育成すべき能力にふさ

わしい名称とし,明確に位置付けることが適当である｡

(国語や外国語における評価の観点に関する考え方)

○ 国語や外国語においては,現在の評価の観点で言

えば,｢言語についての知識･理解･技能｣(国語),｢言

語や文化についての知識･理解｣(外国語)などが,塞

礎的･基本的な知識･技能に着目した観点と位置付け

られる｡

○ その上で,学習指導要領の内容の示し方やこれま
での実践を踏まえ,｢話す･聞く能力｣｢書く能力｣｢読む

能力｣(国語)や,｢外国語表現の能力｣｢外国語理解

の能力｣(外国語)を,学習指導要領の内容のまとまり

に合わせ,基礎的･基本的な知識･技能と｢思考･判断

･表現｣とを合わせて評価する観点として位置付けるこ

とが適当である｡

(音楽,図画工作,美術における評価の観点に関する考

え方)

○ 音楽,図画工作,美術においては,表現,鑑賞の活

動を通じて,音楽活動や造形的な創造活動の基礎的

な能力を培うとともに,豊かな情操を養うことが目標とさ

れている｡

○ そのうち,芸術に係る表現の能力を評価するに当た
っては,基礎的･基本的な知識･技能のうち,特に｢技

能｣に関する観点と,表現を創意工夫したり発想･構想

したりする能力に関する観点とに分けて示すことが適

当である｡

○ また,芸術に係る鑑賞の能力を評価するに当たって
は,基礎的･基本的な知識･技能のうち,特に｢知識･

理解｣に関する観点と,自分なりに評価したり価値を考

えたりする能力に関する観点とを一体的に見る観点を

位置付けることが適当である｡

(評価の観点の示し方)

○ このような考え方を踏まえつつ,現在の我が国の子
どもたちの現状として,主体的に学習に取り組む態度

や思考力･判断力･表現力等に依然として課題がある

ことも考慮し,これらの学力の要素に関する学習指導と

学習評価の重要性を引き続き喚起していくため,新し

い学習指導要領の下における小･中学校の各教科の

観点を,表1及び表2に示した｡高等学校等の各教科

の観点についても,これらと同様にすることが考えられ

る｡

○ なお,いずれの観点についてもその特性に沿って

適切に評価を行うことが求められること,ここに示す評

価の観点の順序が学習指導の順序と必ずしも結び付

けられるものではないことに十分留意する必要がある｡

(6) 観点別学習状況の評価を円滑に実施するに当た

っての留意事項

○ 観点別学習状況の評価を円滑に実施するに当たっ
ては,適切な評価時期を設定することや学習指導の目

標に沿った学習評価を行うこと等が重要である｡

(評価時期)

○ 授業改善のための評価は日常的に行われることが

重要である｡一方で,指導後の児童生徒の状況を記

録するための評価を行う際には,単元等ある程度長い

区切りの中で適切に設定した時期において｢おおむね

満足できる｣状況等にあるかどうかを評価することが求

められる(※7)0

｢関心･意欲･態度｣については,表面的な状況のみ

に着目することにならないよう留意するとともに,教科

の特性や学習指導の内容等も踏まえつつ,ある程度

長い区切りの中で適切な頻度で｢おおむね満足でき

る｣状況等にあるかどうかを評価するなどの工夫を行う

ことも重要である｡

(学習指導の目標と学習活動の関係)

○ 各教科において,基礎的･基本的な知識･技能の習
得を図る学習活動と思考力･判断力･表現力等の育成

を図る学習活動は相互に関連し合って裁然とは分類

されるものではないO
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このため,同様の学習活動であっても,教師の指導

のねらいに応じ,｢知識･理解｣や｢技能｣の評価に用い

られることも,｢思考･判断･表現｣の評価に用いられる

こともあると考えられる｡このことを踏まえつつ,学習指

導の目標に照らして実現状況を評価するという目標に

準拠した評価の趣旨に沿って,学習活動を通じて子ど

もたちに身に付けさせようとしている資質や能力を明確

にした上で,それに照らして学習評価を行うことが重要

である｡

(※1) 学習指導要領の体育,保健体育の指導内容と

して,例えば,ダンスにおいては｢動きに変化を付け

て即興的に表現したり｣等が規定されている｡このよ

うな場合の｢表現｣は体育,保健体育における技能

を示すものであることから,現在｢運動の技能｣で評

価しており,今後も｢技能｣の観点で評価することが

適当である｡

(※2) 思考力･判断力･表現力等は,知識･技能を活用

して課題を解決するために必要であるとともに,戟

科の内容をより深く理解するためにも必要なもので

ある｡

(※3) 各教科における｢思考･判断･表現｣の評価に当

たっては,言語だけでなく,教科の特性に応じた表

現に係る活動を通じて,評価を行うことも必要であ

る｡例えば,観察･実験の分析･解釈を通じ兄いだし

た規則性を式や図,グラフ等を用いて表現している

ところを評価すること,児童生徒の作品を通じて児

童生徒の構想や設計に係る工夫を評価すること等

が考えられる｡

(※4) これらの学習指導に係る学習評価については,

教科ごとに設定される評価の観点を踏まえ,｢関心･

意欲･態度｣や基礎的･基本的な｢技能｣も含めて行

うことが適当である｡

(※5) 教科によって,評価の対象に特性があることに

留意する必要がある｡例えば,体育･保健体育の運

動に関する領域においては,公正や協力などを,育

成すべき｢態度｣として学習指導要領に位置付けて

おり,そのような指導内容に対応した学習評価が行

われることとされている｡

(※6) 平成13年4月27日初等中等教育局長通知にお

いて,観点別学習状況については,学習指導要領

に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を

観点ごとに評価し,｢十分満足できると判断されるも

の｣をA,｢おおむね満足できると判断されるもの｣を

B,｢努力を要すると判断されるもの｣をCとすることと

されている｡

(※7) 平成20年1月17日答申においては｢1単位時間

の授業において評価の4観点(関心･意欲･態度,忠

考･判断,技能･表現,知識･理解)のすべてを評価

しようとしたり,授業冒頭に｢進んで取り組んでいるか

どうか｣をチェックし,チェック終了後授業に入ったり

するなど評価のための評価となっている不適切な事

例も見られる｣との指摘がある｡

5.指導要録の改善について

(1) 指導要録の役割と現在の参考様式における記録

の項目

○ 指導要録は,児童生徒の学籍並びに指導の過程及

び結果の要約を記録し,その後の指導及び外部に対

する証明等に役立たせるための原簿となるものであ

るQ文部科学省が平成13年4月27日初等中等教育局

長通知により示している記載事項としては,′ト 中学校

については,

① ｢学籍に関する記録｣(児童生徒の氏名,性別,

生年月日及び現住所,保護者の氏名及び現住所,

入学前の経歴,入学･編入学等,転入学,転学･退

学等及び卒業に係る年月 日,進学先･就職先等,

学校名及び所在地,校長氏名印,学級担任氏名

印)

② ｢指導に関する記録｣

1 ｢各教科の学習の記録｣として｢観点別学習状

況｣と｢評定｣

ii ｢総合的な学習の時間の記録｣

ii ｢特別活動の記録｣

iv ｢行動の記録｣

Ⅴ ｢総合所見及び指導上参考となる諸事項｣

vi ｢出欠の記録｣

を記入することとされている｡

○ 高等学校の指導要録については,｢観点別学習状

況｣及び｢行動の記録Jを独立して記載することとはさ

れていない｡また,特別支援学校の指導要録について

は,それぞれ対応する学校種のものに準じつつ,｢自

立活動｣及び｢入学時の障害の状態｣を記入することと

されている｡

(2) 小･中学校の指導要録の｢指導に関する記録｣の

記載事項に係る改善

○ 指導要録の改善は,3.(2)で述べた基本的な考え

方を踏まえて行うことが必要である｡すなわち,きめの

細かい学習指導の充実と児童生徒一人一人の学習内

容の確実な定着を図るため,目標に準拠した評価等を

着実に実施すること,新しい学習指導要領の趣旨や

改善事項に適切に対応すること,学校や設置者の創

意工夫を一層生かしていくことが必要である｡

① ｢各教科の学習の記録｣としての｢観点別学習状況｣

と｢評定｣

O ｢観点別学習状況｣に関しては,4.の観点別学習状
況の評価の在り方を踏まえた評価の観点を示すことが

適当である｡

○ また,｢評定｣は,簡潔で分かりやすい情報を提供す

るものとして,児童生徒の教科の学習状況を総括的に

評価するものであり,教師同士の情報共有や保護者

等-の説明のためにも有効である｡このため,低学年

を除く小学校,中学校及び高等学校において,評定を

行うことは引き続き必要である｡その際,新しい学習指

導要領で明確にされた学力の3つの要素をすべて含
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んだ教科の総括的な学習状況を示す情報として現在

と同様に示すことが適当である｡

○ 各学校においては,設置者等の方針に沿って,自
校における指導の重点や評価方法等を踏まえ,各教

科の総括的な学習状況をとらえる評定の決定の方法

を検討し,適切な方法を定める必要がある｡その際,

異なる学校段階の間での児童生徒の学習状況を円滑

に伝達するため,評価の結果が進学等において活用

される都道府県等の地域ごとに一定の統一性を保つ

ことも考えられる｡また,そのような評定の決定の方法

を対外的に明示することも求められる｡

(｢関心･意欲･態度｣に係る評価の工夫)

O ｢関心･意欲･態度｣の評価については,目標に準拠
した評価の趣旨等にかんがみ,他の観点と同様,｢お

おむね満足できる｣状況にあるか｢努力を要する｣状況

にあるかの評価を中心としつつ,｢十分満足できる｣状

況にある生徒の評価も行っていくことが適当である｡

○ 一方で,学習評価の在り方に関する議論の中では,
｢関心･意欲･態度｣は必ずしも分かりやすい形で現れ

ないこと,また,そのことにより結果について説明責任

を果たす教師に負担感があること等について指摘があ

った｡また,評定については,学力の指標としての妥

当性,信頼性等を高める必要があることについても指

摘があった｡

○ このような指摘に対応するためには,4.(4)や(6)で

述べたような様々な工夫を行うことが適当である｡一方

で,上述したような指摘を踏まえ,例えば,｢関心･意欲

･態度｣については,

･ ｢努力を要する｣状況と判断される児童生徒に対す

る学習指導の徹底は図りつつ,指導後の児童生徒

の状況を記録するための評価に当たっては,｢十分

満足できる｣状況と判断できる場合のみに記録する

こととすること

･ 評定-の反映に当たっては,加点要素として位置

付けることとすること

等,観点別学習状況の評価や評定について様々な工

夫を行うことも考えられるとの指摘があった｡

○ このような指摘を踏まえた工夫を行う場合は,異なる
学校段階において児童生徒の学習状況を円滑に伝

達するため,評価の結果が進学等において活用され

る都道府県等の地域ごとに評価の在り方等を適切に

考え,工夫の方法を統一することが必要と考えられる｡

その際,そのような評価に関する基本的な考え方を対

外的に明示することも求められるO

(塾 小学校｢外国語活動｣の評価

○ 小学校｢外国語活動｣については,平成20年1月17
日中央教育審議会答申において,数値による評価に

はなじまないとされていること等を踏まえ,現在,｢総合

的な学習の時間｣の評価において行われているよう

な,評価の観点を設定し,それに即して,文章の記述

による評価を行うことが適当である｡

○ また,評価の観点は,中･高等学校における外国語
科との連続性に配慮して設定する必要がある｡

具体的には,学習指導要領に定める｢外国語活動｣

の目標,すなわち,言語や文化に関する体験的な理

解,コミュニケーションを図ろうとする態度,外国語の音

声や基本的な表現に慣れ親しむことについて観点を

設定し,学習評価を行うことが適当である｡

③ ｢総合的な学習の時間｣の評価

O ｢総合的な学習の時間｣は,自ら課題を見付け,自ら
学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決

する資質や能力を育てることなどを目標とすることか

ら,思考力･判断力･表現力等が求められる｢知識基盤

社会｣の時代において,｢生きる力｣をはぐくむために

重要な役割を果たすものである｡

O ｢総合的な学習の時間｣については,各学校が自ら
設定した目標や内容を踏まえて観点を設定し,それに

即して文章の記述による評価を行っており,新しい学

習指導要領下でも現在の評価の在り方を維持すること

が適当である｡また,各学校において,児童生徒の具

体的な学習状況を想定した評価規準を設定すること

は,各教科と同様,総合的な学習の時間についても児

童生徒がどのような学習状況にあるかを適切に把握

し,学習活動を改善するために重要である｡

○ なお,新しい学習指導要領では,総合的な学習の
時間の目標に沿って育てようとする資質や能力の視点

等を例示しており,このような視点に配慮して各学校に

おいて評価の観点を定めることも考えられる｡

④ ｢特別活動｣の評価

O ｢特別活動｣は,望ましい集団活動や体験的な活動
を通して,豊かな学校生活を築くとともに,公共の精神

を養い,社会性の育成を図るものであり,｢生きる力｣を

はぐくむために重要な役割を果たすものである｡

○ 現在,｢特別活動｣の評価については,各活動･学
校行事ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況

にあると判断される場合には○印を記入しているが,

基本的には,この枠組みを維持することが適当であ

る｡その上で,特別活動の目標に照らして育成しようと

している資質や能力と評価の関係を明確にするため,

新しい学習指導要領で特別活動の各活動･学校行事

に新たに目標が規定されたことを踏まえながら,各学

校において評価の観点を設定し,指導要録において

も明示することが適当である｡また,その観点に照らし

て実現状況を評価するとともに,具体的な事実等につ

いて｢総合所見及び指導上参考となる諸事項｣に記す

ことが適当である｡その際,特別活動が人間形成にか

かわる多様な資質や能力の育成を目標としていること

から,児童生徒の十分満足できる活動の状況を積極

的に認めるようにすること等が,大切であることに留意

する必要がある｡
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⑤ ｢行動の記録｣の評価

O ｢行動の記録｣は,これまで,文部科学省の通知に
おいて,｢各教科,道徳,特別活動,総合的な学習の

時間,その他学校生活全体にわたって認められる児

童生徒の行動について,各項目ごとにその趣旨に照ら

して十分満足できる状況にあると判断される場合に

は,○印を記入する｣こととされており,また,各学校や
設置者においては｢特に必要があれば,項目を追加し

て記入する｣こととされている｡学校においては,｢基本

的な生活習慣｣,｢健康･休力の向上｣,｢自主･自律｣

等 (※1)の項目に関し,児童生徒の行動の様子につ

いて評価を行っている｡新しい学習指導要領の下にお

いても,このような｢行動の記録｣の基本的な在り方は

維持していくことが重要である｡

○ 新しい学習指導要領に対応した指導要録について

は,改正教育基本法や学校教育法の一部改正の趣

旨を反映していくことや,学校や設置者の創意工夫を

生かしていくこととしている｡このような基本的考え方

は,学校における多様な教育活動全体における行動

の様子を評価するものであるという性格をもつ｢行動の

記録｣の見直しにも十分反映していく必要がある｡

○ すなわち,｢行動の記録｣の項目の設定に当たって

は,教育基本法第2条(※2)や学校教育法第21条(※

3)に示されている義務教育の目標,学習指導要領第1

章総則や第3章道徳に示す道徳の目標や内容,内容

の取扱いで重点化を図ることとしている事項(※4),同

第1章総則において示す体育･健康に関する指導等を

踏まえる必要がある｡

○ 設置者は,国や都道府県教育委員会等の示す参

考例を踏まえ,指導要録の様式において項目を適切

に設定する必要がある｡その上で,各学校において,

各学校の教育目標を踏まえた項目を加えることも適当

である｡

○ また,これらのことと併せ,児童生徒の行動に関する

所見については｢総合所見及び指導上参考となる諸

事項｣に記すことも重要であるo

⑥ ｢総合所見及び指導上参考となる諸事項｣

O ｢総合所見及び指導上参考となる諸事項｣において
は,児童生徒の成長の状況を総合的にとらえ,各教科

･科目や総合的な学習の時間の学習に関する所見,

特別活動に関する事実及び所見,行動に関する所

見,進路指導に関する事項,児童生徒の特徴･特技

等を記入することとなっている｡このような項目や今回

の学習指導要領の改訂で新たに導入された外国語活

動に関する所見については｢総合所見及び指導上参

考となる諸事項｣において記入することが適当である｡

新しい中学校学習指導要領において,学校教育の

一環として教育課程との関連が図られるよう留意するこ

とが明確化された部活動については,これまでの指導

要録上の取扱に係る実態も踏まえつつ,｢総合所見及

び指導上参考となる諸事項｣において,部活動を通じ

た生徒の成長等について記載することが適当である｡

(個人内評価)

○ 児童生徒の学習意欲を高め,その後の学習や発達
を促していくためには,児童生徒のよい点を褒めたり,

更なる改善が望まれる点を指摘したりするなど,児童

生徒の発達の段階等に応じ,励ましていくことが重要

である｡

このため,観点別学習状況の評価や評定を目標に

準拠した評価として行う際には,そこでは十分示し切

れない,児童生徒一人一人のよい点や可能性,進歩

の状況等についても,積極的に児童生徒に伝えるとと

もに,個人内評価の結果として｢総合所見及び指導上

参考となる諸事項｣に記入することが重要である｡

(※1) 平成13年の初等中等教育局長通知において

は,｢行動の記録｣の項目として,｢基本的な生活習
慣｣,｢健康･体力の向上｣,｢自主･自律｣,｢責任
感｣,｢創意工夫｣,｢思いやり･協力｣,｢生命尊重･
自然愛護｣,｢勤労･奉仕｣,｢公正･公平｣及び｢公共

心･公徳心｣が示されている｡

(※2) 教育基本法第2条は,｢教育は,その目的を実現

するため,学問の自由を尊重しつつ,次に掲げる目

標を達成するよう行われるものとする｣と規定し,以

下の5つを教育の目標として掲げている｡

一 幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態

度を養い,豊かな情操と道徳心を培うとともに,健や

かな身体を養うこと｡

二 個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造

性を培い,自主及び自律の精神を養うとともに,職

業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態

度を養うこと｡

三 正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重

んずるとともに,公共の精神に基づき,主体的に社

会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養う

こと｡

四 生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄

与する態度を養うこと｡

五 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が

国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会

の平和と発展に寄与する態度を養うこと｡

(※3) 学校教育法第21条は,｢義務教育として行われ

る普通教育は,教育基本法(平成十八年法律第百

二十号)第五条第二項に規定する目的を実現する

ため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものと

する｣と規定し,以下を義務教育の目標として掲げて

いる｡

- 学校内外における社会的活動を促進し,自主,

自律及び協同の精神,規範意識,公正な判断力並

びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参

画し,その発展に寄与する態度を養うこと｡

二 学校内外における自然体験活動を促進し,生命

及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと｡

三 我が国と郷土の現状と歴史について,正しい理解

に導き,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんでき

た我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで

外国の文化の理解を通じて,他国を尊重し,国際社
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会の平和と発展に寄与する態度を養うこと｡

四 家族と家庭の役割,生活に必要な衣,食,住,情

報,産業その他の事項について基礎的な理解と技

能を養うこと｡

五 読書に親しませ,生活に必要な国語を正しく理解

し,使用する基礎的な能力を養うこと｡

六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し,処理

する基礎的な能力を養うこと｡

七 生活にかかわる自然現象について,観察及び実

験を通じて,科学的に理解し,処理する基礎的な能

力を養うことO

八 健康,安全で幸福な生活のために必要な習慣を

養うとともに,運動を通じて体力を養い,心身の調和

的発達を図ること｡

九 生活を明るく豊かにする音楽,美術,文芸その他

の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと｡

十 職業についての基礎的な知識と技能,勤労を重

んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択す

る能力を養うこと｡

(※4) 小学校学習指導要領第3章道徳第3において

は,｢各学校においては,各学年を通じて自立心や
自律性,自他の生命を尊重する心を育てることに配

慮するとともに,児童の発達の段階や特性等を踏ま

え,指導内容の重点化を図ること｡特に低学年では

あいさつなどの基本的な生活習慣,社会生活上の

きまりを身に付け,善悪を判断し,人間としてしては

ならないことをしないこと,中学年では集団や社会の

きまりを守り,身近な人々と協力し助け合う態度を身

に付けること,高学年では法やきまりの意義を理解

すること,相手の立場を理解し,支え合う態度を身に

付けること,集団における役割と責任を果たすこと,

国家･社会の一員としての自覚をもつことなどに配

慮し,児童や学校の実態に応じた指導を行うちぎ弦
夫すること｡また,高学年においては,悩みや葛藤

等の心の揺れ,人間関係の理解等の課題を積極的

に取り上げ,自己の生き方についての考えを一層深

められるよう指導を工夫すること｣と規定している｡

また,中学校学習指導要領第3章道徳第3におい

ては｢各学校においては,生徒の発達の段階や特

性等を踏まえ,指導内容の重点化を図ること｡特

に,自他の生命を尊重し,規律ある生活ができ,自

分の将来を考え,法やきまりの意義の理解を深め,

主体的に社会の形成に参画し,国際社会に生きる

日本人としての自覚を身に付けるようにすることなど

に配慮し,生徒や学校の実態bi請 じた指導を行うよ
う工夫すること｡また,悩みや葛藤等の思春期の心

の揺れ,人間関係の理解等の課題を積極的に取り

上げ,道徳的価値に基づいた人間としての生き方に

ついて考えを深められるよう配慮すること｣と規定し

ている｡

6.高等学校における学習評価の在り方について

(高等学校における学習評価についての基本的な考え

方)

O ｢生きる力｣をはぐくむという学習指導要領の趣旨
は,小･中･高等学校すべてに共通するものである｡現

在,高等学校の学習評価については,観点別学習状

況の評価の趣旨を踏まえた学習評価を行い,授業の

改善につなげるよう努力している学校がある一方で,

ペーパーテストを中心としていわゆる平常点を加味し

た,成績付けのための評価にとどまっている学校もある

との指摘があり,′卜 中学校の状況とは異なっている点

も見られる｡

○ しかし,学習指導と学習評価を一体的に行うことによ

り,生徒一人一人に学習内容の確実な定着を図り,授

業の改善に寄与するという学習評価の重要性は異な

るものではない｡また,小･中学校において観点別学

習状況の評価が定着していることから,高等学校段階

においても,学習評価の前提となる指導と評価の計画

や,観点に対応した生徒一人一人の学習状況を生徒

や保護者に適切に伝えていくなど,学習評価の一層

の改善が求められる｡

○ このようなことを踏まえ,高等学校においても,学校
教育法や新しい学習指導要領を踏まえ,基礎的･基本

的な知識･技能に加え,思考力･判断力･表現力等主

体的に学習に取り組む態度に関する観点についても

評価を行うなど,観点別学習状況の評価の実施を推

進し,きめの細かい学習指導と生徒一人一人の学習

の確実な定着を図っていく必要がある｡

○ なお,高等学校における教科･科目の評価の観点
は,小･中学校との連続性に配慮しつつ,新しい学習

指導要領の趣旨に沿って整理して設定することが適

当である｡また,国等が,教科･科目の評価の観点とそ

の趣旨,評価規準,評価方法等について参考となる資

料を示すとともに,具体的な事例の収集･提示等を行

っていくことにより,高等学校における観点別学習状況

の評価の実施を支援していくことが重要である｡

(学習評価を通じた高等学校における教育の質の保障)

○ 一人一人の生徒の希望する進路が実現できるように

するためにも,高等学校学習指導要領に示す各教科･

科 目の目標･内容に基づいて適切な指導が行われる

ことが必要である｡

現在,中学校の卒業生の約98%が高等学校に進学

し,高等学校においては多様な興味･関心をもつ生徒

が在学するとともに,卒業後の進路も多様である中で,

高等学校における教育の質の向上を今まで以上に図

っていく必要がある｡

○ 学習評価は,生徒の学習状況を検証し,結果の面
から教育水準の維持向上を保障する機能を有するも

のである｡したがって,学校が地域や生徒の実態を踏

まえて設定した観点別学習状況の評価規準や評価方

法等を明示するとともに,それらに基づき学校におい

て適切な評価を行うことなどにより,高等学校教育の質

の保障を図ることが求められる｡

(高等学校の指導要録)

○ 平成13年4月27日初等中等教育局長通知において

は,例えば,観点別学習状況の評価を踏まえながら評
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定を行うこととされているが,指導要録に記載すべき事

項としては評定のみが示され,観点別学習状況の評

価の結果は記載すべき事項とはされていない(※1 ) ｡

高等学校の指導要録の記載事項については,生徒

の特性,進路等に応じて多様な教育課程が編成され

ていることや,高等学校の指導要録の現状を考慮し

て,大枠のみを示すという基本的な考え方を維持する

こととする｡

○ 設置者である都道府県教育委員会等においては,
きめの細かい学習指導の充実と生徒一人一人の学習

内容の定着を図るため,指導要録において観点別学

習状況を記載できるようにすることも有効な手段である

と考えられる｡その際,併せて,都道府県教育委員会

等において,国等が示す資料を参考にしつつ,評価

規準や評価の参考となる具体的な事例を示すなど,学

校の支援に努めることが重要である｡

(※1) 学校設定教科に関する科目は,指導要録にお

いて教科･科目として評定及び習得単位数を記録

することが,当該教科･科目の目標や内容等から数

値的な評価になじまない科目については評定は行

わず,学習状況や成果などを踏まえて,｢総合所見
及び指導上参考となる諸事項｣欄に所見等を記述

するなど,各学校で評価の在り方等について工夫

することが引き続き適当である｡

7,障害のある児童生徒に係る学習評価の在り方につい

王

(1) 障害のある児童生徒の学習指導に係る基本的な

考え方

(特別支援教育に係る制度の整備)

○ 障害のある児童生徒に対する指導については,様

々な制度改正が行われている｡平成18年3月には,過

級による指導の対象に新たにLD,ADHDのある児童

生徒を加えるとともに,同年6月の学校教育法等の改

正により,特別支援学校に係る制度が整備された｡ま

た,小･中学校等においても教育上特別な支援を必要

とする児童生徒等に対して障害による学習上又は生

活上の困難を克服するための教育を行うこととされた｡

(学習指導要領の改訂による主な改善事項)

○ 新しい学習指導要領では,一人一人に応じた指導
の充実を図るため,特別支援学校に在籍するすべて

の児童生徒について,自立活動だけでなく各教科等

の学習指導においても個別の指導計画を作成したり,

医療,福祉,労働等の業務を行う関係機関等との連携

を図るため個別の教育支援計画を作成したりすること

が義務付けられた｡また,小･中学校等に在籍する障

害のある児童生徒についても,必要に応じて個別の指

導計画や個別の教育支援計画を作成することとされ

た｡さらに,すべての学校種を通じて,障害のある児童

生徒と障害のない児童生徒の交流及び共同学習の推

進に配慮することとされた｡

(障害のある児童生徒に対する学習指導の工夫)

○ 近年,特別支援学校や小･中学校の特別支援学級
に在籍する児童生徒,通級による指導を受ける児童生

徒の数の増加が顕著である｡これらの児童生徒につい

ては,視覚障害,聴覚障害,知的障害,肢体不自由,

病弱などの児童生徒だけではなく,LDやADHD等の

発達障害など様々な障害のある児童生徒が含まれ,

一人一人の障害の状態や発達の段階,特性を的確に

把握して,適切な指導を行うことが求められている｡

○ 小･中学校等の通常の学級では,通級による指導の
対象となっている児童生徒に対する通級以外の場面

での指導や,通級による指導の対象となっていないが

教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対する指

導に当たって,障害の状態等に即した適切な配慮を

行うことが求められている｡

例えば,発達障害等により読むことや書くことに困難

を有する児童生徒に対しては,プリント教材の漢字に

振り仮名を付けたり,試験の問題用紙の記入枠を大き

くしたりするなどの配慮を行うことが考えられる｡また,

弱視や難聴,肢体不自由,病弱･身体虚弱などの児

童生徒に対しては実験･実習等の際に適切な役割分

担をしたり,学習内容に応じて障害の状態等に配慮し

た工夫を行ったりすることが考えられる｡

○ なお,個別の指導計画については,個々の児童生
徒の実態に即した適切な指導を進めることをねらいと

しており,その活用に当たっては,PDCAサイクルを通

じて,適宜,指導計画自体の見直しを行い,指導内容

･方法の改善に生かしていくことが重要である｡

○ また,個別の教育支援計画に基づいて関係機関等

と連携し,必要に応じ外部の専門家による指導･助言

を受け自立活動の指導や評価等に生かしていくことも

重要である｡

(2) 障害のある児童生徒の学習評価に係る基本的な

考え方

○ 障害のある児童生徒の学習評価に当たっては,児
童生徒の障害の状態等を十分理解しつつ,行動の観

察やノート等の提出物の確認など様々な方法を活用し

て,一人一人の学習状況を一層丁寧に把握する工夫

が必要である｡

○ ただし,その評価の考え方については,学習指導要
領に定める目標に準拠して評価を行うことや個人内評

価を重視すること,学習指導と学習評価とを一体的に

進めること,指導目標や指導内容,評価規準の設定に

おいては一定の妥当性が求められることなど,障害の

ない児童生徒に対する評価の考え方と基本的に変わ

りがない｡したがって,障害の状態等に即した適切な

指導や評価上の工夫は必要であるが,一方で,評価

そのもの-の信頼性にも引き続き十分配慮することが

求められる｡
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(3) 特別支援学校に在籍する児童生徒への学習評価

の工夫

○ 特別支援学校に在籍する児童生徒については,学

習指導要領において自立活動の指導だけでなく各教

科等の指導に当たっても個別の指導計画を作成する

ことが義務付けられたことを踏まえ,それに基づいて行

われた学習の状況や結果を評価する必要がある｡

○ なお,知的障害及び重複障害のある児童生徒に対

する指導や自立活動の指導を行う場合には,児童生

徒一人一人の実態に即して,個別に指導目標や指導

内容を設定し,個別に評価することになるが,設定した

指導目標が高すぎたり,指導内容が具体性を欠いたり

するなどにより,結果として,効果的な指導につながら

ないことも考えられる｡このため,設定する指導目標や

指導内容については,その妥当性の向上に十分配慮

する必要がある｡

(特別支援学校に在籍する児童生徒に係る指導要録上

の工夫)

○ 特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由,
病弱)の指導要録については,/卜 中･高等学校の指

導要録の改善に準じた改善を図ることが適当である｡

○ 特別支援学校(知的障害)の指導要録については,

各教科,特別活動,自立活動,総合的な学習の時間

の記録に関して,各学校において,一人一人に応じて

設定する具体的な指導内容を踏まえるとともに,教育

課程や実際の学習状況を考慮して記述することが適

当である｡

○ 交流及び共同学習については,効果的かつ継続的
に進めていく観点から,｢総合所見及び指導上参考と
なる諸事項｣に相手先の学校名や学級名,実施期間,

実施した内容や成果等を記述することが適当である｡

なお,交流及び共同学習は,児童生徒の在籍する

学校における教育活動として実施していることから,荏

籍する学校において評価を行うことになるが,その評

価に当たっては,在籍する学校と相手先の学校との間

で十分連携を図っていくことが重要である｡

○ また,以下の事項については,引き続き,記述をす
ることが適当である｡

｢自立活動の記録｣については,個別の指導計画

を踏まえ,指導の目標,指導内容･方法,指導の結

果の概要に関すること等を記述すること｡

･ 学習指導要領に規定する重複障害者等に関する

教育課程の取扱いにより指導上の配慮を行った場

合には,必要に応じてその状況を記述すること｡例

えば,各教科の指導に当たっては,その目標･内容

を児童生徒の在籍する学年の前学年の目標･内容

の全部又は一部によって替えることができるが,その

評価を前学年の各教科の目標に照らして行うことが

適当な場合は,観点別学習状況の評価や評定とし

て記述した段階の意味を的確に表す観点から,前

学年の各教科の目標･内容によって替えて指導して

いる事実について,｢総合所見及び指導上参考とな

る諸事項｣に記述すること｡

(4) 小･中学校等に在籍する様々な障害のある児童生

徒に対する学習評価の工夫

○ 小･中学校に在籍する障害のある児童生徒につい
ては,必要に応じ個別の指導計画を作成することなど

により,個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導

の工夫を行い,適切な学習評価を行うことが求められ

る｡

(特別支援学級に在籍する児童生徒に係る指導要録上

の工夫)

○ 小･中学校の特別支援学級の児童生徒の指導要録
の様式は,特に必要がある場合には,特別支援学校

の指導要録に準じて作成することが引き続き適当であ

る｡その際,記述の仕方については,特別支援学校に

おける評価方法等を参考にすることが考えられる｡

(通常の学級に在籍する児童生徒に係る指導要録上の

工夫)

○ 通級による指導を受けている児童生徒の指導要録

については,｢総合所見及び指導上参考となる諸事
項｣に,通級による指導を受ける学校名,通級による指

導の授業時数,指導期間,指導内容･方法や指導の

結果の概要に関すること等を記述することが引き続き

適当である｡

なお,通級による指導における学習の評価に当たっ

ては,担当教師間において十分連携を密にする必要

がある｡

○ また,通級による指導の対象となっていない児童生
徒で,教育上特別な支援を必要とする場合について

は,必要に応じて,｢総合所見及び指導上参考となる
諸事項｣に,効果的と考えられる指導方法や配慮事項

を記述することが考えられる｡

8.学習評価に係る学校における組織的な取組と国や教

育委員会等の支援による効果的･効率的な学習評価

旦進進

○ 各学校で学習評価を効果的･効率的に推進し,学
習評価の妥当性,信頼性等の向上を図るとともに,敬

師の負担感を軽減するためには,学校における組織

的な取組を進めていくとともに,国や教育委員会等に

よる支援を充実することが重要である｡

(1) 学校や設置者における組織的な取組

(学校における組織的な取組と教師の役割)

○ 学校や教師は,国や教育委員会等が示す評価の
観点とその趣旨,評価規準,具体的な事例等を踏まえ

つつ,具体的な学習指導の目標や内容,使用する教

材に合わせて評価規準等を設定するとともに,児童生

徒の学習評価やそれを踏まえた学習指導の改善等を

実践する役割を担っている｡このため,学校や教師
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は言平価の実施者として,個々の児童生徒の学習評

価に関する妥当性,信頼性等を高め説明責任を果た

すとともに,児童生徒や保護者との間で必要な情報の

共有を進め,教育の効果の増進を図ることが重要であ

る｡

○ 各学校においては,各年度の学校全体の指導目標
などを校長が中心となって作成するなど,学習指導に

おける組織的な取組がなされている｡学習評価につい

ても同様に,例えば,小学校にあっては各学年におい

て,中学校や高等学校にあっては各教科において,

評価規準や評価方法等を明確にすること,評価結果

について教師同士で検討すること,実践事例を着実に

継承していくこと,授業研究等を通じ教師一人一人の

力量の向上を図ること等に,校長のリーダーシップの

下で,学校として組織的･計画的に取り組むことが必要

である｡このような組織的な取組が定着していくことに

より,学習評価の妥当性,信頼性等の向上や,教師の

負担感の軽減につながるものと考えられる｡

○ 今回の学習評価の改善の基本的な方向性の一つ

は学校や設置者の創意工夫を一層生かしていくことで

ある｡そのためにも,学校や設置者は学習評価に係る

以上のような取組を進めていくことが求められる｡

(保護者の理解の促進等)

○ 学習評価に関する信頼を確保するためには,各学

校等において,評価規準など評価に関する仕組みに

ついて事前に説明したり,評価結果の説明を充実した

りするなどして,評価に関する情報をより積極的に提供

し保護者や児童生徒の理解を進めることが重要であ

る｡

○ 特に,通信簿は,学校から保護者に児童生徒の学
習状況を伝えるとともに,今後の指導方針を共有する

上で重要な役害rjを果たしている.通信簿の扱いや様

式は各学校の判断で定めるものであり,通信簿が児童

生徒の学習の過程や成果,一人一人の進歩の状況な

どを適切に示し,その後の学習を支援することに役立

てられるものとなることが重要である｡このため,通信簿

は,学校から児童生徒の学習状況を伝えることに加

え,保護者や児童生徒の考えも伝えられるものとする

など,情報を共有する手段として記載内容や記載方

法,様式などを改善充実することが求められる｡

○ また,評価に関する情報を積極的に提供する具体
的な方途としては,例えば,総合的な学習の時間等に

おいて導入している例が見られるポートフォリオ(※1)

等を活用してより丁寧な情報提供を行うことも考えられ

る｡

○ このように,各学校から保護者に対し丁寧な情報提

供が行われることにより,保護者が児童生徒の学習状

況を把握し,家庭学習の充実につながることも期待さ

れる｡

○ 目標に準拠した評価の妥当性,信頼性等を確保し

ていくためには,学校における組織的な取組の充実

や,保護者の理解の促進を更に図っていくことが重要

である｡

その際言平定等の学習評価の結果について,学年

等を単位として,結果として段階ごとにどのような割合

になったかを公表することも考えられるが,あらかじめ

割合を定め,それに児童生徒を割り振るものではあっ

てはならないのは,目標に準拠した評価の趣旨からみ

て当然のことである｡

(学校の設置者である教育委員会等の役割)

○ 学校の設置者である市町村教育委員会等は,地域
や学校の実情を踏まえながら学習評価の基本的な事

項を定める役割を担っている｡

また,市町村教育委員会等は,国や都道府県教育

委員会等の示す資料を踏まえながら,各学校が具体

的に定める指導と評価の計画,評価規準や評価方法

に関して指導･助言を行うことが求められる｡さらに,都

道府県等と連携しながら,教師の実践的な研修等を行

っていくことも重要であり,例えば,一つの学習活動や

児童生徒の作品等を複数の目で評価することによって

評価規準や評価方法を見直す研修等も考えられる｡

○ また,地域の教育研究会などと連携を図り,評イ釦こ
ついての実践的な研究を深めたり,地域で単元計画

や評価規準を共有したりするなど学習評価の妥当性,

信頼性等を向上させる取組なども見られるところであ

り,地域や学校の実情を踏まえながら,このような取組

を今後とも継続して進めていくことが求められる｡

○ さらに,新しい学習指導要領は学校間の接続を重
視していることから,設置者としても,進学時における

指導要録の授受により,児童生徒の学習評価がより適

切に継承されるよう努めていくことが重要である｡

(2) 各学校における学習評価の円滑な実施のための

国や都道府県教育委員会等の取組

○ 学習評価の意義等を踏まえ,国や都道府県教育委
員会等においては,これまでと同様,学習指導と学習

評価の在り方,評価の観点とその趣旨,評価規準,評

価方法等について参考となる資料を示すとともに,具

体的な事例の収集･提示等を行っていくことが重要で

ある｡

○ その際,国においては,これまでの研究指定事業の
成果や都道府県の取組の状況等を踏まえつつ,それ

ぞれの観点にふさわしい評価規準や具体的な評価方

法を示すことなどにより,学校や教師にとって一層使い

やすく分かりやすい資料を作成することが求められる｡

○ また,学習評価において,各学校における創意工夫
を生かすことは重要であるが,異なる学校段階におい

て児童生徒の学習状況を円滑に伝達するため,評価

の結果が進学等において活用される都道府県等の地

域ごとに評価の在り方等を適切に考え,一定の統-性

を保つことが必要な場合もあると考えられる｡

○ さらに,国や都道府県教育委員会等においては,
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保護者等に対し,新しい学習指導要領の趣旨と併せ,

学習評価についても,集団に準拠した評価ではなく,

目標に準拠した評価を行うことが求められること(※2)

や,観点別学習状況の評価の趣旨等について,十分

な説明を行い,周知していくことが重要である｡

(評価規準･評価方法の研究開発の推進)

○ 評価規準や評価方法については,近年諸外国にお
いても様々な研究や取組(※3)が行われており,例え

ば,｢思考･判断･表現｣に関する評価規準としては,学

年等ごとに細分化したものを定めるのではなく,複数

年を見通して,児童生徒の学習状況の段階を複数設

定し,長期的な変化･成長･発達をとらえるような評価

規準が用いられている場合もあるとの指摘があった｡

○ 我が国においても参考となる評価規準や評価方法
を紹介することや,我が国の教育課程に合った評価規

準や評価方法を研究していくことは極めて重要であ

る｡その際,｢思考･判断･表現｣や｢関心･意欲･態度｣

について課題を感じている教師が多いことから,それら

の観点に関する評価規準や評価方法,学習評価を通

じた学習指導の改善方法の研究を進めていくことが必

要である｡

特に,｢思考･判断･表現｣等に係る能力を育成する
ために,各学年単位ではなく長期間を掛けての成長の

レベルを幾つか想定して評価規準を設定していくこと

などを研究していくことが求められる｡

○ そのため,国立教育政策研究所や独立行政法人国

立特別支援教育総合研究所において積極的な研究

を推進することが期待される｡また,大学等の研究機

関においても,評価規準や評価方法,学習評価を通

じた学習指導の改善方法の研究開発を行い,各学校

の評価に関する取組の支援等を進めることが期待され

る｡

(3) 学習評価における情報通信技術の活用

○ 各学校において学習評価に当たり,その妥当性,宿
頼性等を高めるとともに,教師の負担の軽減を図るた

めには,情報通信技術を活用していくことも重要であ

る｡

例えば,学習活動の目標や内容,評価規準,評価

方法等も含めた,指導計画や指導案等について,学

校内で一元的な管理･活用を図ったり,同一地域の学

校間で共有したりすることにより,関係者による資料の

共同利用が可能となり,評価の妥当性,信頼性等の向

上や,教師の負担の軽減につながっていくことが考え

られる｡

○ 一方,情報通信技術を活用して評価資料を記録･
整理することについては,各地方公共団体の文書取

扱い規定や個人情報保護条例等との整合を図るととも

に,特に外部に対する証明等に役立たせるための原

簿となる指導要録については,原本の真実性の保持,

改ざん防止,長期保存-の対応等にも配慮する必要

がある｡また,個人情報保護等の観点からデータの流

出や消失等の防止に配慮することも重要である｡

○ 法令に基づく文書である指導要録について,書面

の作成,保存,送付を情報通信技術を活用して行うこ

とは,現行の制度上でも可能であり,現在,地方公共

団体においては,指導要録の記入･活用やその際の

電子認証,成績処理を含めた教務事務全体の情報化

とともに,学習評価の改善を行っている例も見られる｡

○ このような情報通信技術を活用した場合の効果や具
体的な活用事例等を踏まえつつ,学習評価における

情報通信技術の活用について,指導要録及びその抄

本や出席簿等の関連する文書の様式を含めて,各学

校の設置者においても検討を進めていくことが重要で

ある｡

(※1) 学習評価におけるポートフォリオの活用とは,児

童生徒の学習活動の過程や成果などの記録や作

品を計画的に集積したファイル等を保存し,そのフ

ァイル等を活用して児童生徒の学習状況を把握す

るとともに,児童生徒や保護者等に対し,その成長

の過程や今後の課題等を示すことである｡

(※2) 本報告4ページ脚注2に示しているとおり,平成1

2年12月4日教育課程審議会答申は,評定について

も目標に準拠した評価に改める理由を5つにまとめ

ている｡

(※3) 思考力･判断力･表現力等を評価するに当たっ

て,｢パフォーマンス評価｣に取り組んでいる例も見

られる｡パフォーマンス評価とは,様々な学習活動

の部分的な評価や実技の評価をするという単純なも

のから,レポートの作成や口頭発表等による評価す

るという複雑なものまでを意味している｡または,そ

れら筆記と実演を組み合わせたプロジェクトを通じて

評価を行うことを指す場合もある｡
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(表1)小学校

改 正 現 行

･歪粛 啓̀買粧控 嘉 瑞 仏で些〆 -隅 べ 圭くPX 商情 調購望
国語への卦Ll.意欲.態度 国語-の関心.意欲.態度

話す.聞く能力 話す一聞く能力

書く能力 書く能力

読む能力 読む能力

言語についての知識.理解.技能 言語についての知識.理解.技能

≡劉 儒煽 喜-翌,Y準 膳新芽彪悩 ≡rjgH頗/H 労欄 淳欝は 或琶毎芳諒 yy貌≒戯 ゴ≦ 嶺衰 製腰

社会的事象への関心.意欲.態度 社会的事象への関心.意欲.態度

社会的な思考.判断適 温 社会的な思考.判断

観察.資料活用の技能 観察.資料活用の技能二表現

社会的事象に二九ヽての知識.理解 社会的事象についての知識.理解

過振2-菱や--毒溜憎機 堀陰茎{x妻矧 朗後敬 -≡-壷∧m制劇過労 穿 ;x等劉 ※彪 ヱ

算数への関心.意欲.態度 算数-の熟む.意欲.態度

数学的な考え方 数学的な考え方

数量や図形にTl てヽの塩藍 数量や図形についての表現迎 盈

数量や図形に二九ヽての知識.理解 数量や図形についての知識.理解

滞 ∴∴∴ .諭新 郷 ㍉意 表∴∵;+' +逮.環予琴守∴新 修 率 ㌧茎 孔H膨 筆数qx表魂 Hg<朋徴"婆̂

自然事象への関心.意欲.態度 自然事象への関心.意欲.態度

科学的な思考.表現 科学的な思考

観察.実験の技能 観察.実験の技能.表現

自然事象についての知識.理解 自然事象についての知識.理解

㌶㌫防空Lx-yノ̂父≠扇頑m 接衝琴ぢ-完表離矧∧晃は瀦際 x表郷閥 m 竹-人≡≡妄惑溺朽≡≡uS≡y"…蒲 流速mmm-/u芳-aqggW<NH鰍財琴ゾX

生活への関心.意欲.態度 生活-の掛e>.意欲.態度

活動や体験に一九 てヽの思考.表現 活動や体験についての思考.表現

身近な環境や自分についての気付き 身近な環境や自分についての気付き

<yw煩 uJ毛uxxや蘭抄JEydy--委- 糾数十∴雛矛 十㍉∴■彊十闇廷̂ 7滴 Hm-2=済 ー̂表意R的<胤 堅塁≡豪州新訂慢 墜亥x.ぎn豪藩閥臼H陛x

音楽への関心.意欲.態度 音索への関心 意欲 態度

音楽壷迦 _孟吐邑工夫 音;く的な感啓や嘉王甲の工夫

主監表壬訂)技能 表王彩)技能

鑑賞の能力 鑑詠か能力

野望A運 済 険 要=当 機 Hl瀞 渡 肇艶♪://洞嚢… 三済転 - 当闇 '汚阪 x⊥㍍澗 髄紛彩度 芸-茎層※く親

造形への関心.意欲.態度 造形への関心.意欲.態度

発想や構想の能力 発想や構想の能力

創造的な技能 創造的な技能

鑑賞の能力 鑑賞の能力

≡芸勢.消11芸当､蘭や1滴済 表 芸撃 塾護瀞NYt1巌 ■裏芸l■■■r..撃 酢 ＼蘭 転芸人1蓋勢で鍔 蘭蜜-.貰芸."≡.…1.撃L済蓄節,義経拓--学職 -.厭 琶‖買..認識

家庭生活への関心,意欲.態度 家庭生活への関心.意欲.態度

生活を創意工夫する能力 生活を創意工夫する能力

生活の技能 生活の技能
家庭生活についての知識.理解 家庭生活についての知識.理解

m;習背馳慈詔 xŝ̂ 室 蘭W爾達家 ‡ 所蔵̂ Hfy闇Bw徽Br滋芸 当伊駆H 帯 機鮎 筆数

運動や健康.安全への関心.意欲.態度 運動や健康.安全への関心7意欲J態度

運動や健康.安全についての思考.判断 運動や健康.安全についての思考.判断

運動の技能 運至妙)技能

(※)下線部は今回見直す部分｡
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(表2)中学校

改 正 ≡

国語-の関心.意欲.態度 国語-の関心.意欲.態度

話す.聞く能力 話す.聞く能力

書く能力 書く能力

読む能力 読む能力

言語についての知識.理解.技能 言語についての知識.理解.技能

* 朗

社会的事象-の関心.意欲.態度 社会的事象-の関心.意欲.態度

社会的な思考.判断二重現 社会的な思考.判断

資料活用の技能 資料活用の技能二重盟

社会的事象についての知識.理解 社会的事象についての知識.理解

淡く==三号==L-=こ;ミミ-->=;=;¥;--:-=; Y<::Ly, 戯

数学への関心.意欲.態度 数学への関心.意欲.態度

数学的な見方や考え方 数学的な見方や考え方

数学的な技能 数学的な表現.処理

数量生図形などについての知識.理解 数量_図形などについての知識.理解
i

自然事象への関心.意欲.態度 自然事象-の関心.意欲.態度

科学的な思考二表現 科学的な思考

観察.実験の技能 観察.実験の技能j皇盟

自然事象についての知識.理解 自然事象についての知識.理解
#

耗

音楽-の関心.意欲.態度 音楽への関心.意欲.態度

音楽壷盟虫垂1孟工夫 育;く的な感奇や嘉謁の工夫

畳蓋表現の技能 表現の技能

鑑賞の能力 鑑賞の能力

;:-I-=,3;=f=-_辛 :::::::汚

美術への関心.意欲.態度 美術への関心.意欲.態度

発想や構想の能力 発想や構想の能力

創造的な技能 創造的な技能

鑑賞の能力 鑑賞の能力

運動や健康.安全-の関心.意欲.態度 運動や健康.安全への関心.意欲.態度

運動や健康.安今についての思卦 判断 運動や健康.安全についての思考.判断

運動の技能 運動の技能

運動や健康一安全についての知識.理解 運動車健康.安全についての知静 理解

生活や技術への関心.意欲.態度 生活や技術への関心.意欲.態度

生活を工夫し創造する能力 生活を工夫し創造する能力

生活の技能 生活の技能

生活や技術についての知識.理解 生活や技術についての知識,理解

カ

(※)下線部は今回見直す部分｡
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児童生徒の学習評価の在 り方について (報告)の概要

1.学習評価の基本的な考え方とその見直しの経緯等

○ 学習評価は,学習指導要領の目標の実現状況を把握 し指導の改善に生かすもの｡

○ そのため,学習指導要領の改訂に伴い,学習評価の基本的な在 り方について塗

討を行うとともに,指導要録に記載すべき事項等を文部科学省として提示｡

2.学習評価の現状と課題

○ 現在の ｢観点別学習状況の評価｣と ｢目標に準拠 した評価｣は,小 ･中学校に

おいて教師に定着 してきているが,負担感があるとの声がある｡

○ 高等学校においては,小 ･中学校ほど観点別学習状況の評価が定着 していない｡

3.学習評価の今後の方向性

○ 学習指導に係るPDCAサイクルの中で,学習評価を通 じ,授業の改善や学校の整
育活動全体の改善を図ることが重要であり,以下の3つの考え方を中心に学習評

価を改善｡

① きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の定着を図ることのでき

る ｢目標に準拠 した評価｣ による ｢観点別学習状況の評価｣や ｢評定｣ を着実

に実施｡ (学習評価の在 り方の大枠は維持 し,深化を図る｡)

② 学習評価においても学習指導要領等の改正の趣旨を反映｡

③ 学校等の創意工夫を生かす現場主義を重視 した学習評価の促進0

4.観点別学習状況の評価の在 り方

○ 学習状況を分析的に見る ｢評価の観点｣については,成績付けのための評価だ

けでなく,指導の改善に生かす評価においても重要な役割｡

○ そのため,今回,学習指導要領等で定める学力の 3つの要素に合わせ,評価の

観点を整理することとし,概ね,

① 基礎的 ･基本的な知識 ･技能は ｢知識 ･理解｣ ｢堕塵｣において,

② これらを活用 して課題を解決するために必要な思考力 ･判断力 ･表現力等は

｢思考 ･判断 ･表現｣において,

③ 主体的に学習に取 り組む態度は r関心 暮意欲 ･態度｣において,

それぞれ評価を行うことと整理｡

○ 各教科の評価の観点は上に示した観点を基本としつつ教科の特性に応 じて設定｡

(※) 各教科の内容等に即 して思考 ･判断 したことについて,その内容を言語活動

を中心とする表現に係る活動と一体的に評価する観点として ｢思考 ･判断 ･表

現｣を設定する｡

それに伴い,従来の ｢技能 ･表現｣の観点の ｢表現｣との混同を避けるため,

当該観点を ｢技能｣に改める｡
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5.指導要録の改善

○ 指導要録は,指導の過程と結果の要約を記録 し,その後の指導と外部に対する

証明等に使用するもの｡指導要録においても,学習評価の基本的方向性 (学習指

導要領等の改正の趣旨の反映)を踏まえた改善を行うことが必要｡

○ 具体的には,

｢関心 ･意欲 ･態度｣の評価に伴う負担感等について指摘があったことを受

け,評価方法や評価時期等の工夫を推進｡ (評価の段階を3段階から2段階とす

る等の工夫を行う場合は,都道府県等ごとに一定の統一性を保ちつつ行うこと

が必要｡)

小学校 ｢外国語活動｣ について, ｢総合的な学習の時間｣と同様に文章記述
により評価｡

｢特別活動｣ について,学習指導要領の目標を踏まえ,各学校における数量

活動に合わせて評価の観点を定めて評価することを促進｡

児童生徒の行動の様子を評価する ｢行動の記録｣の基本的な在 り方は維持｡

設定項目について各学校がその教育目標に合わせて項目を加与ることも適当.

6.高等学校における学習評価の在 り方

○ 高等学校においても,評価による指導の改善を図るとともに,評価を通 じた教

育の質の保障を図るため,観点別学習状況の評価を推進 していくことが必要｡

○ 一方,各学校の生徒の特性,進路等が多様であることへの配慮も必要｡

7.障害のある児童生徒に係る学習評価の在 り方

○ 障害のある児童生徒に係る学習評価の考え方は,障害のない児童生徒に対す_昼
学習評価と基本的に変わりがないが,学習評価に当たっては,児童生徒の障害の

状態等を十分理解 しつつ,様々な方法を用いて,一人一人の学習状況を一層丁寧

に把握することが必要｡

○ また,学習指導要領等の改正の主な改善事項を踏まえ,個別の指導計画に基づ

いて行われた学習状況や学習の結果の評価を実施することなどが必要｡

8.学習評価に係る学校における組織的な取組と国や教育委員会等の支援による効

果的 ･効率的な学習評価の推進

○ 教師の負担感の軽減を図るとともに,各学校における評価の妥当性,信頼性等

を高めるためには,学校,設置者,都道府県,国は,学習評価におけるそれぞれ

の役割を果たすことが必要｡

① 学校 ･設置者においては,学習評価に関する規準や方法の一層の共有化や教

師の力量の向上を図るなど組織的に学習評価に取 り組むことが重要｡

また,児童生徒や保護者に対 して,評価結果の説明を充実することも重要｡

② 国 ･都道府県等においては,学習評価に関する研究を進め,参考となる評価

の観点等を示すとともに,学習評価に係る具体的な事例を収集 ･提示｡

○ その際,情報通信技術を活用 し,学校や同一地域で評価関係資料を共有 したり

指導要録の電子化を進めたりすることにより事務の改善を推進することも重要｡




